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【本ガイドブックで使用する用語の説明】 

⚫ ヤングケアラーのことを「YC」と省略して表記します(見出しを除く)。 
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第１章 はじめに 

1.1 ヤングケアラーとは 

○ YC には法令上の定義はありませんが、厚生労働省のホームページ上では、「『ヤングケアラ
ー』とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこど
ものこと」とされています。 

○ こどもが家事や家族の世話をすることは、家庭内での役割としてこれまでも一般的に行われて
きたことであり、こどもの年齢や成熟度に合った家族のケア、お手伝いはこどもの思いやりや責
任感などを育むなどの良い面もあります。 

○ 一方で、こどもの年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業など、過度な負担が続くと、
こども自身の心身の健康が保持・増進されない、学習面での遅れや進学に影響が出る、社
会性発達の制限、就労への影響などが出てくることがあると報告されています1。 

図表 1：YCが行っていることの例 

 
出所：厚生労働省ホームページ 

○ 巻末の付録において、YC と関係の深い子どもの権利や、YC の事をよりよく理解するためのヒ
ントを紹介していますので、是非ご確認ください。 

 
1 S. Joseph, J. Sempik, A. Leu, and S. Becker, “Young Carers Research, Practice and Policy: 
An Overview and Critical Perspective on Possible Future Directions,” Adolescent Research 
Review, vol. 5, no. 1. 2020. 
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1.2 ヤングケアラー支援を検討する際に求められる情報 

○ YC であるこどもが抱える問題は、家族が抱える様々な課題が関係し合い、複合化しやすいと
いう特徴があります。そのため、こどもが YC の状態におかれている背景を把握し、こどもの負
担を少しでも軽減してくためには、こどものみならず、家族全体を捉える視点が重要です。 

○ ただし、支援者の視点では必要に思われたとしても、こどもや家族が支援を望まない場合が
あります。そのため、YC支援を考えていく際には、家族の状況やこどもが担う家庭内の役割
の他に、こどもや家族の気持ち・意思を十分確認することが望まれます。 

 

図表 2：YC支援につなげる際に求められる情報 

  
 

○ 本事業においては、上図の中でも特に、こどもの気持ちに寄り添うことを重視してツールを作
成しました。この冊子のツールで、YC支援につなげる際に求められるすべての情報が得られる
わけではない点についてはご留意ください。 

 

  

 家族の状況・
 こどもがケア等
を担うことに

 対する家族の
気持ち

YCである
こどもが担う

家庭内の役割

家族のお世話
等に関する

こどもの気持ち
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1.3 各種ツールの全体像及び目的 

○ この冊子で紹介するツールは「『こどもの話を、こどもを主役として聞いてくれる大人がいる』
環境を作る」ことを目的としたものです。 

○ ツールは YC の気づきを促す「YC気づきツール」と、YC に気づいた後に、こどもとの信頼関係
を構築するための会話の視点を示す「YCアセスメントツール」の２階建て構造です。 

図表 3：各種ツールの全体像 

  

 

○ 「YC気づきツール」は、こどもとの関わりの程度に応じて活用できるよう、「こども向け」、「大
人向け」の２種類があります。ご自身の立場に応じて活用するツールをご検討ください。 

図表 4：YC気づきツールの概要 

YC気づきツール 
（こども向け） 

こどもとの接点がある大人の方がこどもとともに活用するもの 
（学校など） 

YC気づきツール 
（大人向け） 

こどもの様子を見聞きできる立場の大人の方が活用するもの 
（YC がケアをする家族への支援をする立場など） 

 

  

ガイドブック（本誌）

YCアセスメントツール

YC気づきツール
（こども向け）

YC気づきツール
（大人向け）

こどもの状況に
早めに気づけるようにする

信頼関係の構築を目指す
（必要に応じ、支援につなげる）

「こどもの話を、こどもを主役として聞いてくれる大人がいる」環境を作る
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1.4 ヤングケアラー支援における各種ツールの必要性 

1.4.1 ヤングケアラー支援の流れ 

○ YC に気づいてから支援につなぐまでに、一般的には以下の流れをたどることが想定されます。
YC支援においては、この中で特に、YCにどのように気づくか、そして、気づいた YC をどの

ように支援につなげるか、という点において難しさを感じるケースが多くあることが、本事業のヒ
アリング調査等からも明らかとなっています。 

図表 5：YCへの気づきから支援までの一般的な流れ 

 

1.4.2 ヤングケアラーに気づくことの難しさ（関係するツール：YC気づきツール） 

○ まず、YC に気づくのが難しくなる要因としては、以下の点が挙げられます。 

➢ YCは家庭内の問題であり、表に出にくい 

➢ （小さいころから家族をケアすることが当たり前の環境にある場合もあり、）こども自
身やその家族が「YC」であるということを認識していない 

➢ 障がいを抱える家族のことを隠したいと考える、あるいは家族から口止めされている
場合がある 

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域
で支えるために～」（令和４年３月）をもとに作成。 

【確認事項】
• YC支援が必要かもし
れないこどもの存在
➢ こども本人から
➢ 家族(ケアの受け
手)への支援の中
から

緊急性の確認気づく ニーズ把握・YC判断
（アセスメント） 支援へのつなぎ

【確認事項】
• 緊急性やこどもの
負担の度合い

【確認事項】
• ケアの現状
• ケアの影響
• 本人が抱えるニーズ
• 支援が必要なYCかど
うか

【確認事項】
• 支援内容や連携先
• (介入後のモニタリン
グの要点)

各種ツールのカバー範囲

※ YC気づきツール（こども向け）はこどもと直接話すことができる教育現場や児童福祉分野等がこどもとともに使用する想定。
YC気づきツール（大人向け）はケアの受け手との接点が多い医療・介護分野等での使用を想定。
（ただし、上記に限る訳ではなく、場面や使用者に応じて適するツールを使用することを想定。）

YCに気づいてから支援につなぐ流れ

YC気づきツール（こども向け）※の範囲

YC気づきツール（大人向け） ※

の範囲
YCアセスメントツールの範囲

ガイドブック（本誌）の範囲
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○ このように、表に出づらいという特徴がある YC においては、こども、または家族と接点を持つ機
関等がその可能性に気づけるようにしておくことが重要です。普段から「YC（がいる）かもしれ
ない」という意識を持つことが求められます。 

図表 6：YCであるこどもやその家族と外部の関わりの例 
こどもや家族の状況 こどもや家族の様子に気づき得る機関の例 

こどもが学校に通っている場合 学校 
こどもが地域の居場所等を利用している場合 こども食堂、フリースクール、学習支援教室、児童館など 
こどもやきょうだいが一時保護・施設入所等から在宅に戻る
場合 

児童相談所、一時保護所、児童養護施設など 

ケアの対象である家族が医療機関にかかっている場合 病院、診療所、訪問看護ステーションなど 
ケアの対象である家族に障がいがある場合 相談支援事業所など 
ケアの対象である家族が介護サービスを利用している場合 居宅介護支援事業所など 
経済的に困窮している世帯の場合 福祉事務所、生活困窮者自立相談支援機関など 
こどもも家族も外部との関わりがない場合 地域住民、民生委員・児童委員、主任児童委員など 

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域
で支えるために～」（令和４年３月）をもとに作成。 

○ YC への気づきを促すツールとして、本事業では「YC気づきツール（こども向け）」、「YC気

づきツール（大人向け）」の２種類を作成しました。いずれのツールも YC に早めに気づくた
めのものですが、項目や視点（主に、こどもの主観的な気持ちを確認するか、客観的な状況
を確認するか等）が異なりますので、こどもと接する程度に応じて適宜使い分けをご検討くだ
さい。 

図表 7：YC気づきツールの概要 
 YC気づきツール（こども向け） YC気づきツール（大人向け） 

目的  こども本人との接点の中で、YC支援が必
要となる可能性を確認する視点を示し、YC
に早めに気づけるようにする（必要に応じ、
YC アセスメントツールの利用につなげる） 

 家族(ケアの受け手)への支援の中で、YC
支援が必要となる可能性を確認する視点を
示し、YC に早めに気づけるようにする（必
要に応じ、「YC気づきツール（こども向

け）」の利用につなげる） 
使用 
場面例 

 こどもとの接点のある大人（分野問わず）
がこどもとの会話の中などで確認する 

 家族(ケアの受け手)への支援などで客観的
にこどもの状態を見聞きしうる立場の大人が
確認する 

備考  必ずしもすべてのこどもが支援ニーズを持つわ
けではないため、こどもの負荷をなるべく減ら
せるよう、必要最低限の項目（こどもの孤
立、子どもの権利が守られているか等）で、
ケア等を行うことに対するこどもの気持ち等
を聞けるように設計 

 こどもに対する関わり・支援が主な役割では
ない大人等が、限られた時間の中で確認で
きるよう、必要最低限の項目（こどもの孤
立、子どもの権利が守られているか等）で、
YC と思われるこどもに気づけるように設計 
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1.4.3 ヤングケアラーを支援につなげることの難しさ（関係するツール：YC気づきツー

ル（こども向け）、YC アセスメントツール） 

○ まず、YC を支援につなげることが難しくなる要因としては、以下の点が挙げられます。 

➢ こども、または家族が支援を拒む、望まない 

本事業におけるヒアリング調査結果をもとに作成。 

○ 支援を拒むのがこどもなのか、家族なのかによってアプローチが異なることが推察されますが、本
事業における成果物である「YC気づきツール（こども向け）」、「YCアセスメントツール」
は、特に、支援につなげるうえで見落とされてしまう可能性があるこどもの気持ちを中心に据
えたものです。 

○ こどもが支援を拒む理由を知ることができれば望ましいですが、そもそも理由を教えてもらえな
い、教えてもらったとしても本心ではないように感じるという場合もあると思います。こどもの気持
ちを少しでも理解するヒントとして、本事業のヒアリング調査で得られた元 YC の想いを、参考
までにご紹介します。 

 

図表 8：元 YCの声 

➢ 父親が精神疾患を持っていたが、それを支える事が自分の使命であり、人生だった。皆
からも父を支えてやれと言われていて、頑張っていた。そこに先生がやってきて、「君は
YCだからそこまで頑張らなくていい」と言われたら否定されたように感じる。 

➢ （家族のことを聞かれた際に、）「私が口を開く事で、母が死にたいと言ったり、大ご
とになったりするのではないか。根掘り葉掘り聞かれてそのまま答えて状況が悪化した
らどうしよう」と思っていた。 

➢ 家族は自分が生きている場所であり大切な存在である。 

➢ 母親を助けたくてやっているだけなのに、そのことについて質問をされるということ自体
が、自分がやっていることを否定されているように感じる。 

➢ 自身は中学生の時は人間不信で、手を差し伸べられても、どうせ分かってもらえないと
思っていたため、聞かれても「何でもない」と答えていた。YC であるこどもの中には、自分
の心を開いたら傷ついたという経験があるこどもも少なくないと思う。 
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➢ 母が発病した時、異変に気付いて声をかけてくれた先生がいた。だが、その先生に話し
たことがすべて児童相談所に伝わっていて、親が児童相談所から呼ばれた事があった。
信頼していた先生に裏切られたと感じ、大人への不信感を持った。 

➢ 私は小学生の時に児童相談所に預けられ、親が病院に入るという環境になった。こども
としてはそれが当たり前の環境だったので正常なのか異常なのかが分かっていなかった。
家族と分断され、状況が分からないまま時間が過ぎていった。こどもであった私のことは
置き去りのまま、支援が進んでいった。 

➢ 今の世界にそれなりに満足しているのに、「こっちが本当は良い世界なんだよ」と言われ
ても、そういう世界を知らないこどもには恐怖しかない。 

➢ 家族のケアはこどもらしくいたい気持ちを抑えながらしているので、大人側からポジティ
ブな面を聞かれると、「あなたさえ、いい子で居たら丸く収まるんだ」というプレッシャー
になり、余計に心を閉ざしてしまうように思う。 

➢ 関係が築けている人が聞くかどうかであり、関係がない人から聞かれたらやはり反発す
る。何で答えないといけないのか、答える事で誰かが家に入ってくるのではないか、これ
以上ぐちゃぐちゃしないでくれ、とも思う。

本事業におけるヒアリング調査、アンケート調査結果をもとに作成。 

 

○ YC がおかれている状況は多岐にわたります（付録２.2 も参照ください）。上記のように考え
るこどももいれば、そうではない場合もあります。あくまでこども一人一人がおかれている状況
や、そのこどもの気持ちに寄り添うことが重要です。 

○ こどもの気持ちに寄り添うために確認しておくべき視点を「YC気づきツール（こども向け）」、
「YCアセスメントツール」でお示ししています。なお、必ずしもすべてのこどもが支援ニーズを持
つわけではないため、支援につなげることありきで接することがないようご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 はじめに 

1.4 ヤングケアラー支援における各種ツールの必要性 
 

8 

（参考）YC経験のある支援者からのメッセージ 

 最近、支援者側の発言に対して YC が傷ついてしまい、YC であるこどもの心のシャッターが下りてし
まうような場面によく遭遇します。支援者側は特に相手を傷つける気持ちはなく発言したのに、その反
応の理由が分からずに戸惑ったり、あるいは反対に相手に対して怒りが起こる気持ちさえあるような印
象でした。 

 そういうことが起きた時、当事者は「やっぱりほかの人は私の気持ちなんか分からない、人は信用でき
ない」という気持ちになり、「もう人に自分の気持ちを言っても仕方がない」と諦め、支援者側は、「な
んだかこの人たちは難しい」「もう関わりたくない」と苦手意識が出てしまい、両者がお互いに付き合うの
を避けてしまうということにもつながりかねません。 

 そのため、支援者としてまず知っておくべきことは、当事者の気持ちは、その状況を経験してきた当事
者にしか分からないということ、反対に、当事者側も、支援者などの大人の気持ちは分からないという
ことを認識することが重要です。 

 その両者がお互いに分かりあうためには、「傷つけた」「傷つけられた」でおしまいではなく、傷つけてしま
ったことが分かった時、「傷つけてしまってごめんね、でももっと君のことを分かりたいから、なぜ傷ついたか
教えてくれないかな」などと、「分からない」けれど「分かりたい」と言う気持ちを持って諦めないことが大
事で、続けて話を聴くことからお互いが理解し合える関係が生まれるのではないでしょうか。 

 

 

1.4.4 ヤングケアラー支援で求められること（虐待対応との関係において） 

○ 児童虐待の場合は法令上においても即時の介入が求められます。こどもが YC の状態におかれ
ていて、なおかつ児童虐待と判断できるケースもありますが、そうではない場合、個人情報保護
の観点も踏まえ、即時の介入は難しいことがあります。 

○ その場合、周囲の大人ができることは、①こどもにとっての選択肢を増やすこと、②こどもが素直
な気持ちを表出できる関係を持った人がこどものそばにいる環境を作ることが挙げられます。 

○ こどもに選択肢を提示したとしても、こどもが素直に支援ニーズを他の人に伝えられない場合もあ
ります。また、仮に必要な支援につながったとしても、こどもの気持ちに十分に寄り添うことができて
いない場合、図表 8 のようにこどもに心の傷を残してしまう場合もあります。 

○ 「こどものために行ったことが、かえってこどもを傷つけてしまった」という悲しいことが起きないよう、本
事業で作成した各種ツール等が、こどもがいつでも助けを求められる環境を作る際の一助になる
ことを願っています。 
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1.5 各種ツール利用の流れ（活用例） 

○ 各種ツールはこどもとの関わりの程度に応じて、必要なツールを必要な時に活用することを想
定しています。そのため、大人の所属機関・部署の分野ごとで活用するツールを限定したり、
活用するタイミング、活用順序を一義的に定めることはしていません。各自治体の実態に応じ
て活用をご検討ください。 

○ 各種ツールの活用例を下図でお示ししていますが、あくまで一例としてご参照ください。 

図表 9：各種ツールの利用の流れ（活用例） 

 

 
 

  

こどもの
変化を

気にかける

YC支援が
必要である
可能性

YC気づき
ツール

(大人向け)
を実施

YC気づき
ツール

(大人向け)

有

無

YC気づき
ツール(こど
も向け)をこ
どもと実施

次の段階に
進む必要性の

有無

有

無
こどもと

アセスメントを実施・
信頼関係の構築

定期的なアセスメントで
状況の変化を確認

定期的に
状況に変化がないかを確認

YC気づき
ツール

(こども向け)
YC

      
   

①こども本
人と話して
状況を確
認する方
向(教育・
児童福祉
分野等)

②家族の
ケアの中で
こどもの状
況を確認
する方向
(医療・介
護分野等)

(必要に
応じ)
支援

モニタリン
グ

YCかな？と思った
時に実施する

想定

こどもの
変化を

気にかける

直接アセスメントに進む
場合も想定される

簡易Bで把握され
た場合のほか、YC
かな？と思った時
などに実施する

想定

こどもに支援のニーズがあることが確認できてい
る場合（日頃の関わりから確認するケース、
本人から直接相談窓口につながったケース
等）には、YC気づきツールを使用せず、アセス
メントツールの使用から始める場合がある

緊急性の確認気づく 支援へのつなぎ

YCに気づいてから支援までの流れ

こどもとの信頼関係構築
（こどものニーズ表出）
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第２章 各種ツールの使い方  

2.1 各種ツール使用時に必ず守ってほしいこと 
 

○ 各種ツールを活用してこどもから話を聞く際は、必ず以下の点に目を通すようにしてください。こど
ものためを思っての行動が、かえってこどもを傷つけることにならないよう、ご理解の程よろしくお願
いします。 

 

○ YC に関する理解が十分ではないと感じる場合は「1.1 ヤングケアラーとは」、「1.4.3

図表８：元 YCの声」、「付録 2.ヤングケアラーに関する基本事項」に目を通す（各種
ツールを用いて YC と思われるこどもと接する場合は、YC に関する基本事項の理解が重
要です） 

○ こどもに話を聞く際に、「話を聞く目的」、「話をするとこの先どうなるのか」、「こどもから聞
いた話を、こどもの同意なく第三者に話さないこと」を伝え、同意を得たうえで話を聞く 
（信頼していた大人に話したつもりが、本人の同意なく第三者に共有されてしまうことで心
を閉ざしてしまうこどももいることを理解する） 

○ YCの気持ちに寄り添う 

➢ YC であるこども・家族の尊厳を大事にし、これまでの取り組みに対して敬意を払う
（こどもやその家族の価値観を受け止める） 

➢ YC であるこどもの事も、ケアの対象となる家族の事も、ともに大事な存在だと考え、
心配している、という姿勢を持つ 

➢ 支援につなげることを焦らない（緊急の場合を除く） 
（会って話をする回数をできるだけ多くし、日常的な会話の延長で少しずつ尋ねてい
くことが望ましい） 

➢ こどもと同じ目線での「対話」の姿勢を持つ(決めつけや、予断を持って相手を見ない) 

➢ 信頼関係が深まっていく中で、ようやく明らかになることがあることを意識しておくこと 
（最初は本音を語らない、語れない場合がある） 

○ こどもに話を聞く際は、一つ一つの項目を尋問のように形式的に聞き取らない 

○ 各種ツールにあるすべての項目を必ず聞き取る必要はないことを理解する 

（他機関で既に情報を持っている可能性もあるので、無理に聞く必要はありません） 

○ 家族のケア、お手伝い自体が悪いこと、という誤ったメッセージがこどもに伝わらないよう

留意する 
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2.2 ヤングケアラー気づきツール（こども向け）の使い方 

 

2.2.1 目的等 

○ YC気づきツール（こども向け）の位置づけ及び目的等は以下の図表をご覧ください。YC気づ
きツール（こども向け）で示す視点をこどもに確認し、こどもから、「さらに詳細な話をしてもよい
（現状からの変化を望む等）」という回答が得られた場合は、適宜「YCアセスメントツール」

の利用につなげます。 

○ 上記の回答が得られない場合は、無理に「YC アセスメントツール」の利用につなげることは避
け、こどもの様子を見守るようにしてください。また、相談先として、スクールソーシャルワーカー、ス
クールカウンセラー、自治体の相談窓口を紹介しておくとよいでしょう。 

図表 10：各種ツールの全体像における YC気づきツール（こども向け）の位置づけ 

 
 

図表 11：YC気づきツール（こども向け）の目的等 

 YC気づきツール（こども向け） 

目的  こども本人との接点の中で、YC支援が必要となる可能性を確認する視点を示し、YC に早
めに気づけるようにする（必要に応じ、YC アセスメントツールの利用につなげる） 

使用場面例  こどもとの接点のある大人（分野問わず）がこどもとの会話の中などで確認する 

（学校の場合、教育相談の際、定期的な相談の場面、保健室での相談場面、スクールソーシャ
ルワーカー/スクールカウンセラーとの面談時、教員と養護教諭やスクールソーシャルワーカーとの共
同使用等） 

 各自治体等で用いている既存ツールに、YC気づきツール（こども向け）の項目を盛り込む 

備考  必ずしもすべてのこどもが支援ニーズを持つわけではないため、こどもの負荷をなるべく減らせるよ
う、必要最低限の項目（こどもの孤立、子どもの権利が守られているか等）で、ケア等を行うこ
とに対するこどもの気持ち等を聞けるように設計 

ガイドブック（本誌）

YCアセスメントツール

YC気づきツール
（こども向け）

YC気づきツール
（大人向け）

こどもの状況に
早めに気づけるようにする

信頼関係の構築を目指す
（必要に応じ、支援につなげる）
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2.2.2 ヤングケアラー気づきツール（こども向け）の視点・項目別ガイド 

○ 「YC気づきツール（こども向け）」では以下の視点及び項目でこどもの状況を確認することを目
指します。 

図表 12：YC気づきツール（こども向け）の視点 

視点 確認内容 視点ごとの留意点、確認のポイント 関連項目 
こどもが行う

ケア等の 

状況 

 こどもが、YC と考えられる家庭内の役
割を担っているか及びそれをせざるを
得ない状況かを確認 

 幼い頃からケアを行っている場合、ケア
をしているという認識がない場合もある
点に留意が必要。 

項目１ 

こどもの 

困り感 

 家族、友達、勉強、学校、将来、生
活、お金など広く困り感を確認 

 こどもが抱える困りごとがケアに起因す
るか否かの判断が難しい場合があるた
め、広く確認する。 

項目２ 

子どもの 

権利が守ら

れているか 

 こどもの主観的な気持ちを聞く中で、
子どもの権利が守られているかを確認 

 ケア等をすることをこどもが負担に感じ
ている様子があれば、見守り時の声か
けの頻度を上げるなど、状況の変化に
気づけるよう留意が必要。 

項目３、
４ 

心身にかか

る負担の 

程度 

 心身の不調、対応の緊急性の確認  希死念慮等が確認された場合、こど
もの意思にかかわらず、適宜、養護教
諭等の専門職と相談し、緊急性を判
断して対応する。 

項目４ 

こどもの 

孤立の状況 

 こどもが、周囲に助けを求めることがで
きる状況にあるのかを確認 

 こどもが孤立している様子があれば、
見守り時の声かけの頻度を上げるな
ど、状況の変化に気づけるよう留意が
必要。 

項目５、
６ 

その他  こどもがさらに詳細な話を聞かせてくれ
る（現状からの変化を望む等）かを
確認 

 こどもが、より詳細な内容を話すことに
同意した場合は YC アセスメントツー
ルの活用につなげる。 

 こどもの孤立、子どもの権利が守られ
ていない等が懸念される場合であって
も、詳細な話をすることを拒む場合は
支援につなげることを焦らず、こどもの
気持ちに寄り添い、こども自身が変化
を望むまではこどもとの関係構築に努
める。 

項目 7 
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図表 13：YC気づきツール（こども向け）の項目別ガイド 

項番 質問項目 解説 
１ あなたは、（大人の代わり

に、）家族（病気や障が
いのある家族、高齢の家
族、幼いきょうだいなど）の
お世話や気持ちを聞くなど
のサポート、家の用事など
を日常的にしていますか？ 

・YC に該当する可能性を確認する項目。 

・「大人の代わりに」という表現は一般的なお手伝いとの区別のために記載して
いる。ただし、ひとり親家庭等、お世話等の担い手がこども以外にいない場合
等は、こどもが「大人の代わりに」ではなく、自分の役割だと認識して、「いいえ」
に該当する場合もある。そのため、必要に応じて当該表現を除いて質問するこ
とも検討する。 

・言葉ではイメージしづらい場合は、第４章「こども向けガイド」に記載のお世
話等の例示を見せながら確認する。 

・「いいえ」に該当する場合であっても、素直に回答できていない可能性もある
ため、必要に応じて以降の項目を確認し、こどもに対する理解を深める。また、
気になる様子があれば見守りや声掛けを行い、何かあればいつでも相談してほ
しいなど、いつも気にかけていることを伝えることが望ましい。また、「いいえ」という
回答の場合、他の項目を聞きづらくなる可能性があるため、項目２から聞く方
が良い場面も考えられる。 

１① （更問）家族のお世話や
気持ちを聞くなどのサポー
ト、家の用事のために、自
分のこと（遊びや勉強、部
活など）が後回しになるこ
とがありますか？ 

・家族のお世話等を優先的にやらざるを得ない状況にあるのかを確認する項
目。 

・断ることができない場合、子どもの権利（休み、遊ぶ権利など）が守られて
いない可能性がある。 

２ なにか困っていること、心配
や不安になったりすることは
ありますか？（家族のこ
と、友達関係のこと、勉強
のこと、学校のこと（遅刻、
早退、欠席など）、将来
のこと、生活のこと（食事
や睡眠）、お金のこと、何
でも） 

・こどもが抱える困りごと等を確認する項目。 

・こどもが抱える困りごと等について、まずは広く困り感を確認するのが望まし
い。そのうえで、【YC アセスメントツール】等で会話を重ねる中で、適宜こどもに
確認（家族のお世話等がなくなれば解消するか等）、もしくは大人側で判断
する。 

３ 自分のための時間（遊
ぶ、勉強する、部活動に参
加するなど）がない、また
は、少ないと感じたりするこ
とはありますか？ 

・自分のための時間に関するこどもの主観的な気持ちを確認する項目。 

・「時間がない」等の状況について、まずは広く確認する。そのうえで、【YC アセ
スメントツール】等で会話を重ねる中で、適宜こどもに確認（家族のお世話等
がなくなれば解消するか等）、もしくは大人側で判断する。

・発達の段階によっては自分を客観視できず、項目に記載のように感じること
が難しい場合もあるが、ここではあくまでこどもの感覚を確認する。 

４ 体調が悪くなったり、疲れて
しまったり、こころが苦しくな
ることはありますか？ 

・心身の不調、疲労感を確認する項目。 

・体調不良等の状況について、まずは広く確認する。そのうえで、【YC アセスメ
ントツール】等で会話を重ねる中で、適宜こどもに確認（家族のお世話等がな
くなれば解消するか等）、もしくは大人側で判断する。 
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項番 質問項目 解説 
４① （更問）食べられなくなっ

たり、眠れないことはありま
すか？ 

・項目 4 が「ある」の場合に、身体的、精神的不調の重症度を追加的に確
認する項目。 

・食べたいのに食べられない、眠りたいのに眠れない、などの状況にあるかを確
認する。 

４② （更問）逃げ出したい、
消えてしまいたいと思うこと
はありますか？ 

・項目 4①が「ある」の場合に、精神的不調の重症度を追加的に確認する項
目。 

・早期に保健師やカウンセラー等の専門職につなぐなど、当該項目に該当があ
った場合の対処方法を予め決めておくことが望まれる。 

・なお、「逃げ出したい」と「消えてしまいたい」では意味あいが異なるが、こどもが
追い詰められた時、家の外に逃げ出せるこどもとそうではないこどもがいることが
考えられる。さらに、家の外に逃げ出せないこどもは、意欲の低下や、自傷他
害につながるリスクなども考えられる。 

５ あなたの周りに、あなたの
気持ちを理解してくれる人
や相談できる人はいます
か？ 

・精神的な支えになる人がいるのかという観点で、こどもの孤立の状況を確認
する項目。 

・具体的に誰が支えになっているのか等の具体的な内容を聞くか否かは、こど
もの状況に合わせて判断する。【YC アセスメントツール】等で会話を重ねる中
で聞く方がこどもが答えやすい可能性がある。 

・質問者がこどもの精神的な支えになっている場合もあるため、「自分を頼って
はいけない」、という誤ったメッセージにならないよう留意する。 

・この項目に「はい」という回答があったとしても、必ずしも YC としての悩みを相
談できているわけではないことに留意する。 

・精神的な支えは大人の場合もこどもの場合も考えられる。ただし、こどもと比
較して大人の方が、困り感を軽減するための選択肢をより多く持っている可能
性が高い点には留意する。 

５① （更問）その人に相談し
たことはありますか？ 

・項目 5 が「いる」の場合に、こどもの孤立の状況を追加的に確認する項目。 

・相談できると考えていた人であっても、実際に相談した際にこどもの期待に沿
えない場合も考えられるため、相談した実績があるかを確認する。 

・この項目に「はい」という回答があったとしても、必ずしも YC としての悩みを相
談できているわけではないことに留意する。 

・この段階で相談内容や継続的な関わりなどの詳細までを聞くか否かは、こど
もの状況に合わせて判断する。【YC アセスメントツール】等で会話を重ねる中
で聞く方がこどもが答えやすい可能性がある。 

６ 家族のお世話や気持ちを
聞くなどのサポート、家の用
事などを一緒にやったり、手
伝ってくれる人は周りにいま
すか？ 

・家族のお世話等を行う際の協力者がいるのかという観点で、こどもの孤立の
状況を確認する項目。 

・親やきょうだいと一緒に行っている場合であっても、関係性次第では負担感
が強い場合があることに留意する。 

６① （更問）（もし、代わりに
やってくれる人がいるのであ

・項目６に関連して、こどもの支援ニーズを簡易に確認する項目。 

・より詳細なニーズについては【YC アセスメントツール】のⅣで確認する。 
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項番 質問項目 解説 
れば）家族のお世話や気
持ちを聞くなどのサポート、
家の用事などを誰かに手
伝ってもらいたいですか？ 

・「もし、代わりにやってくれる人がいるのであれば」という表現は、誰かが手伝う
ことをイメージできないこどももいるために記載している。こどもの状況に合わせて
適宜省略する。 

・こどもが住む自治体等で、ヘルパー派遣などのこどもの負担を軽減する支援
施策がない場合、こどもの期待を裏切ることにもなりかねないため、あくまで仮の
話であるという前提を明確に伝えることが求められる。 

・家族に本心が伝わった際の影響（怒られる、家族の気持ちが不安定になる
など）を心配して素直に答えられないこどもがいる可能性もある。そのため、今
回聞いた話は勝手に口外することはないことを繰り返し伝えて安心して話せる
環境を作る必要がある。 

７ （また別の機会に、）あな
たのことや家族のこと、家族
のお世話などをしてどのよう
に感じているかなどについ
て、もう少しお話をきかせて
もらえませんか？何か私た
ちにできることはないか、一
緒に考える時間をもらいた
いと思っています。 

・自らの意思で前向きに家族のお世話等を行うこどももいること、様々なことを
聞きすぎるとこどもの負担になることを踏まえ、この段階でこどもの意思を確認す
る。 

・話を聞かせてくれるという回答があった場合は、追加的に話を聞く機会を必ず
設ける。また、次に話を聞く機会までに間があいてしまう場合は、事情を説明
し、こどもが「放置されている」と感じることがないように留意する。 

・支援ニーズがある場合も、一度時間をおくことで、こども自身が家族のお世話
等について振り返る時間を設けることにもつながる。 

・断られた場合も、何かあれば、いつでも相談に乗ることを伝えるとともに、自治
体の相談窓口などを紹介しておくとよい。 
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2.2.3 ヤングケアラー気づきツール（こども向け）活用における留意点/工夫点 

○ 「YC気づきツール（こども向け）」を活用する際は以下の点にご留意ください。 

 

活用前 

➢ 「２.1各種ツール使用時に必ず守ってほしいこと」に必ず目を通したうえで使用する。 

➢ プライベートな話題のため、他の人に聞かれない場所で話を聞くなど、こどもが安心して話
せる環境づくりを心掛ける。 

➢ こどもが家族のことを話すことで、家族に影響が及ぶことを恐れて素直な気持ちを話せない
可能性があるため、第４章「こども向けガイド」等も活用し、こどもが安心して話せる環境づ
くりを心掛ける。 

➢ いきなり質問を始めるとこどもは不安を感じ、素直な気持ちを話せなくなる可能性があるた
め、なぜ質問しようとしているのか、こどもに趣旨や想いを伝えてから質問を始める。 

（声掛け例） 
あなたがどういう思いで過ごしているのか、少し気になっているんだ。少しでもあなたの力に
なりたいから、私で良ければ聞かせてもらえないかな。 

 

活用時 

➢ 目の前に紙を出してチェックすると、こどもが不安に感じてしまう可能性があるため、こどもと
一緒に取り組む、もしくは会話の中で聞くことが望ましい。（質問で聞いた際に的確に返っ
てこない可能性もあるので、会話の中で出てくるものも拾い上げて、少しずつ情報を収集し
ていく） 

➢ こどもの年齢や状況や場面に合わせて、こどもが理解しやすい表現になるよう工夫する。そ
の際、言い換えの程度によっては質問項目の意図や回答に対する解釈の幅が出てくる場
合があることに留意する。 

➢ 一度ですべての項目を聞こうとして、こどもに過度な負担をかけない（関係性を築いていく
中で、結果的に項目の全体が確認できるイメージ）。相手のペースに合わせた会話のテン
ポ感や距離感を大事にする。 

➢ 続けて話を聞くことからお互いが理解し合える関係を築けることを理解する。 

➢ 家族のケア等を幼い頃から行っている場合は、ケアの認識を持ちづらい可能性があるため、
ケアの内容を聞く際は例を示すなどの工夫をする。 
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➢ 発達段階に応じたサポートを行う（YC気づきツール（こども向け）の項目の表現やケア
等に費やす時間の計算など）。 

➢ こどもへのアプローチが不安な場合などは、スクールソーシャルワーカー、医療ソーシャルワー
カーなどの専門職に相談が可能であれば、相談をしながら対応する。 

➢ 信頼関係が構築できていないなどの理由からこどもが抵抗感を示す場合は使用を控え、ま
ずは信頼関係の構築に努める。「分からない」けれど「分かりたい」という気持ちを持って諦
めずにこどもにアプローチする。 

（質問している途中に児童が嫌な表情を見せた時の声掛け例） 

 もし嫌な気持ちにさせてしまったならごめんなさい。でも私はもっとあなたのことを分か
りたいと思っているから、どんなところが嫌な気持ちにさせてしまったのか、良ければ教
えてくれないかな。 

 今日はありがとう。また良かったらあなたのことを聞かせてね。 

➢ 学校のクラス全員でやる場合は間違い探しや悪いところ探しのような状況に陥る可能性が
あることに留意する。 

活用後 

➢ YC だとこどもが自覚した後のフォローを意識する（「YC」という言葉がつくことで、本人が不
安な気持ちや悲しい気持ちを抱いたり、または親子間の対立が生じないよう留意する） 

➢ 十分な信頼関係がない状況でこどもに聞くと、回答が本心ではない可能性がある点に留
意する。 

 

2.2.4 ヤングケアラー気づきツール（こども向け）活用後の流れ 

○ 「YC気づきツール（こども向け）」の項目別ガイドの内容を踏まえ、こどもの状況を理解した
後、項目７でより詳細な状況を聞かせてもらうことの同意が得られた場合は、「YC アセスメント
ツール」の活用に進んでください。 

○ 「YC気づきツール（こども向け）」を通して気になる点が確認されたものの、項目７で同意が得
られなかった場合は、「YC アセスメントツール」の活用には進まず、見守りや声掛けを行い、何か
あればいつでも相談してほしいなど、いつも気にかけていることを伝えるようにしてください。 

○ 希死念慮が確認された場合等においては項目７の同意の有無にかかわらず、こどもの命を守る
ことを第一優先として必要な機関と連携して対応してください。 



第２章 各種ツールの使い方 

2.3 ヤングケアラー気づきツール（大人向け）の使い方 
 

18 

2.3 ヤングケアラー気づきツール（大人向け）の使い方 

 

2.3.1 目的等 

○ YC気づきツール（大人向け）の位置づけ及び目的等は以下の図表をご覧ください。YC気づ
きツール（大人向け）で示す視点をもとにこどもの様子を客観的に確認し、YC支援が必要と

なる可能性が見受けられた場合は、自治体や学校等と連携し、適宜「YC気づきツール（こ

ども向け）」の利用につなげます。 

図表 14：各種ツールの全体像における YC気づきツール（大人向け）の位置づけ 

 
 
 

図表 15：YC気づきツール（大人向け）の目的等 

 YC気づきツール（大人向け） 

目的  家族(ケアの受け手)への支援の中で、YC支援が必要となる可能性を確認する視点を示
し、YC に早めに気づけるようにする（必要に応じ、「YC気づきツール（こども向け）」の利
用につなげる） 

使用場面例  家族(ケアの受け手)への支援などで客観的にこどもの状態を見聞きしうる立場の大人が確認
する 

（居宅介護支援事業所の場合、介護支援専門員が地域包括支援センターと相談をしなが
ら活用する等） 
（医療機関の場合、診療報酬の入退院支援加算における「退院困難な要因を有する患
者」として YC が確認された際2、YC気づきツール（大人向け）の情報とともに、病院内の医
療ソーシャルワーカーや自治体等に連携する等） 

 
2 2022年度診療報酬改定により、入退院支援加算の算定要件が見直され、算定対象である「退院困難な要因を
有する患者」として、ヤングケアラー及びその家族が追加された。 

ガイドブック（本誌）

YCアセスメントツール

YC気づきツール
（こども向け）

YC気づきツール
（大人向け）

こどもの状況に
早めに気づけるようにする

信頼関係の構築を目指す
（必要に応じ、支援につなげる）
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 YC気づきツール（大人向け） 

（医療機関の場合、YC気づきツール（大人向け）は観察の中で客観的に確認するもので
あるが、入院/外来を問わず、家族から状況を聞くことが自然な場合においては項目の表現を
変えて家族に確認する。等） 

 各自治体等で用いている既存ツールに、YC気づきツール（大人向け）の項目を盛り込む 

 YC気づきツール（こども向け）の利用につなげた後、改めて YC気づきツール（大人向け）
で状況を再確認する 

備考  こどもに対する関わり・支援が主な役割ではない大人等が、限られた時間の中で確認できるよ
う、必要最低限の項目（こどもの孤立、子どもの権利が守られているか等）で、YC と思われる
こどもに気づけるように設計 

 
 

2.3.2 ヤングケアラー気づきツール（大人向け）の視点・項目別ガイド 

○ 「YC気づきツール（大人向け）」では以下の視点及び項目でこどもの状況を確認することを目
指します。 

図表 16：YC気づきツール（大人向け）の視点 

視点 確認内容 視点ごとの留意点、確認のポイント 関連項目 
こどもが行う

ケア等の 

状況 

 こどもが、YC と考えられる範囲の家庭
内の役割を担っている様子があるかを
確認 

 客観的な観察によって、すべての項目
を確認することは困難と考えられるた
め、あくまで確認できた範囲での情
報。 

項目１ 

こどもの 

孤立の状況 

 こどもが、もしもの時に周囲に助けを求
めることができる状況にあるのかを確認 

 こどもが孤立している様子があれば、
状況の変化に気づけるよう留意が必
要。 

項目２ 

子どもの 

権利が守ら

れているか 

 こどもの客観的な状況を観察するなか
で、子どもの権利が守られているかを
確認 

 ケア等をすることをこどもが負担に感じ
ている様子があれば、見守り時の声か
けの頻度を上げるなど、状況の変化に
気づけるよう留意が必要。 

項目３ 

ケア等の 

影響 

 こどもが家庭内の役割を担うことによる
心身への影響を確認 

項目４ 

家族の 

関係性 

 こどもが家族に必要以上に気を遣って
いる様子があるかを確認 

 こどもに負担がかかっていることを家族
が隠したがったり、家族の状況をよく見
せようとしている可能性もあることに留
意が必要。 

項目 5 

その他  多機関連携の必要性を確認  多機関での見守りやこどもの様子を確
認する必要がある場合は自治体や学
校等との連携を図る。 

項目 6 
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図表 17：YC気づきツール（大人向け）の項目別ガイド 

項番 確認項目 解説 
１  （18歳未満のこどもや若者が、）以下

のような、本来大人が担うと想定されて
いる（通常のお手伝いの範囲を超え
る）ような家族へのケアや家事を日常的
に行っている様子がありますか？ 

・YC に該当する可能性を確認する項目。 

・「18歳未満のこどもや若者が」という表現は自治体ごとの
支援対象者に年齢層に合わせて適宜修正する。 

 A 障がいや病気のある家族の入浴やトイレ
の介助をしている（服薬管理やその他の
身体介護も含む）。 

・A-Jはあくまで例示であり、どれに該当するかが重要なので
はなく、例示をヒントとしてヤングケラーに気づくことが重要で
ある。 

 B 障がいや病気のある家族の身の回りの
世話をしている（日常的な要望への対
応など）。 

 C 買い物・料理・掃除・洗濯などの家事を
している。 

 D がん・難病・精神疾患など慢性的な病
気の家族の世話をしている（話を聞く、
寄り添うなどの対応、病院への付き添い
などを含む）。 

 E （認知症や精神疾患などで）目を離せ
ない家族の見守りや声かけなどの気遣い
をしている。 

 F 障がいや病気のあるきょうだいの世話や
見守りをしている。 

 G 幼いきょうだいの世話をしている。 

 H 日本語以外の言葉を話す家族や障がい
のある家族のために通訳（第三者との
会話のサポートなど）をしている。 

 I アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱え
る家族に対応している。 

 J 家計を支えるために働いて、家族を助け
ている。 

 K その他、こどもの負担を考えたときに気に
なる様子がある。 

2  そのこどもが行う上記のような家族へのケ
アや家事を一緒にしている人や、頼りに
できる人がいるように見受けられますか？ 

・家族のお世話等を行う際の協力者や精神的な支えにな
る人がいるのかという観点で、こどもの孤立の状況を確認す
る項目。 

・親やきょうだいと一緒に行っている場合であっても、関係性
次第では負担感が強い場合があることに留意する。 
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項番 確認項目 解説 
・YC気づきツール（大人向け）は客観的な観察の中で確
認することを想定しているが、医療機関などで家族から自然
に状況を確認できる場合等においては適宜表現を変えて
確認する。 

 （家族に確認する場合の質問例）家族の中で、主に誰
がケアや家事を担いますか？また、その方のほかにお手伝い
できる人はいますか？ 

・ただし、家族がこどものケアを求める場合や家族の状況を
隠したがる場合などがあり、事実と異なる回答である可能性
がある。そのため、こどもの様子を直接確認できるようであれ
ば確認するとともに、他機関に情報共有をする際は、得られ
た情報の情報源についても共有する。 

3  そのこどもは、家族へのケアや家事によっ
て学校（部活含む）に通えていない、ま
たは遅刻や早退が多いように見受けられ
ますか（こどもが保育所、認定こども園、
幼稚園に所属する場合も含む）？ 

・子どもの権利（教育を受ける権利など）が守られているか
を確認する項目。 

・家族のお世話や家事以外の要因であっても、当該状況に
ある場合には、YC とは別の困りごとを抱えている可能性が
あることに留意する。 

・YC気づきツール（大人向け）は客観的な観察の中で確
認することを想定しているが、医療機関などで家族から自然
に状況を確認できる場合等においては適宜表現を変えて
確認する。 

 （家族に確認する場合の質問例）そのこどもは家族のお
世話や家事のために、学校をお休みしたり遅刻・早退をした
りすることがありますか？ 

・ただし、家族がこどものケアを求める場合や家族の状況を
隠したがる場合などがあり、事実と異なる回答である可能性
がある。そのため、こどもの様子を直接確認できるようであれ
ば確認するとともに、他機関に情報共有をする際は、得られ
た情報の情報源についても共有する。 

4  家族へのケアや家事が理由で、そのこど
もの心身の状況に、心配な点が見受け
られますか（元気がない、顔色が悪い、
進学を諦めるなどの意欲の低下、外見
で気になることがある等）？ 

・こどもが家庭内の役割を担うことによる心身への影響を確
認する項目。 

・家族のお世話や家事以外の要因であっても、当該状況に
ある場合には、YC とは別の困りごとを抱えている可能性が
あることに留意する。 

・YC気づきツール（大人向け）は客観的な観察の中で確
認することを想定しているが、医療機関などで家族から自然
に状況を確認できる場合等においては適宜表現を変えて
確認する。 

 （家族に確認する場合の質問例）そのこどもの心身の状
況について、心配なことがありますか？ 
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項番 確認項目 解説 
・ただし、家族がこどものケアを求める場合や家族の状況を
隠したがる場合などがあり、事実と異なる回答である可能性
がある。そのため、こどもの様子を直接確認できるようであれ
ば確認するとともに、他機関に情報共有をする際は、得られ
た情報の情報源についても共有する。 

5  そのこどもが家族に必要以上に気を遣っ
ているように見受けられますか？ 

・家族の関係性を理解するためのヒントを得る項目。 

・こどもの様子を家族から聞く場合など、この項目の状況によ
って、他の項目の回答の信ぴょう性に関わる場合がある。そ
のため、他機関に情報共有をする際は、得られた情報の情
報源についても共有する。 

・本事業で実施したアンケート調査3の結果、YC に関わる
支援者は、【YC気づきツール（大人向け）】の中で、この
項目の重要度を相対的に低いと回答していたが、一方で
YC経験者は重要度を相対的に高いと回答していた。感覚
的な要素を含む項目であるため、支援者としては客観的な
状況から確認しづらい項目ではあるが、こども本人からすると
家族の空気感から察知してもらいたいと考えている可能性
があるため、確認の視点が漏れないよう留意する。 

・こどもが自分のやりたいことを後回しにして家族のお世話等
をしていたり、家族に対して委縮する様子が見受けられる等
が例として挙げられるが、それ以外にも違和感があれば気に
かけておくことが望まれる。 

6  （１~５の状況を踏まえ）ヤングケアラ
ーの可能性があると考えられる場合は、
支援ニーズの確認等のために、こどもの
気持ちを確認し、必要に応じて支援につ
なげることが求められます。その際に他機
関の手助けが必要ですか？（こどもの気
持ちを確認する際はヤングケアラー気づ
きツール（こども向け）やヤングケアラー
アセスメントツールの活用をご検討くださ
い）

・他機関の手助けが必要な場合であって、適切な相談先
が不明な場合は、自治体に連絡する。 

・YC の可能性があると考えられない場合でも、こどもの様子
等で気になる点があれば、継続的に見守りをするとともに、
必要に応じ、自治体に連絡する。 

 

 

  

 
3 各種ツールの各項目について、重要度（「緊急性・頻度・深刻さ」の観点を踏まえ判断）等を把握するため、ヤング
ケアラーに関わる支援者、ヤングケアラー当事者団体を対象に実施した。詳細は別添の事業報告書を参照。 
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2.3.3 ヤングケアラー気づきツール（大人向け）活用における留意点/工夫点 

○ 「YC気づきツール（大人向け）」を活用する際は以下の点にご留意ください。 

 

活用前 

➢ 「2.1各種ツール使用時に必ず守ってほしいこと」に必ず目を通したうえで使用する。 

➢ YC の状況であっても、家族が協力的で良好な関係性の場合もあることを理解する。 

 

2.3.4 ヤングケアラー気づきツール（大人向け）活用後の流れ 

○ YC の可能性があると考えられる場合は、支援ニーズの確認等のために、「YC気づきツール（こ
ども向け）」などを用いてこどもの気持ちを確認し、必要に応じて支援につなげることが求められま
す。 

○ こどもの気持ちを確認する際など、他機関との連携が必要な場合、各自治体における個人情
報保護の定めに則ったうえで、必要な機関と情報共有を行ってください。その際、情報が得られ
ている場合は、以下の点についても共有することが望まれます。 

➢ 家族の状況等（障がいや疾患等） 

➢ こどもの状況に関する情報源（こどもと直接会っていない場合は誰から聞いた情報か等） 

➢ こどもが YC であることに対する家族の認識 

➢ （ケア対象者が高齢の場合）YC の親が介護にかかわっているか、主な介護者は誰か 
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2.4 ヤングケアラーアセスメントツールの使い方 

2.4.1 目的等 

○ YC アセスメントツールの位置づけ及び目的等は以下の図表をご覧ください。YC アセスメントツー
ルで示す視点をこどもに確認し、何らかの支援ニーズが確認できた場合は、適宜、支援につな
げることを検討してください。 

○ YC の状況ではあるものの、支援ニーズがない場合は、無理に支援につなげることは避け、こど
もの様子を見守るようにしてください。YC アセスメントツールを活用した際には支援の必要性を
感じなかったとしても、後でこどもから相談にくる可能性も考えられます。相談先として、スクールソ
ーシャルワーカー、スクールカウンセラー、自治体の相談窓口を紹介しておくことも効果的です。 

図表 18：各種ツールの全体像における YCアセスメントツールの位置づけ 

 
 
 

図表 19：YCアセスメントツールの目的等 

 YC アセスメントツール 

目的  こどもと接点のある大人が、こどもとの信頼関係を構築するための会話の視点を示すこと。ひ
いては、こどものそばに、こどもが素直な気持ち（ニーズ等）を話せる大人がいる環境を作
ることを目指す 

使用場面例  こどもとの接点のある大人（分野問わず）がこどもとの会話の中などで確認する 
（ソーシャルワーカーなどの専門職とともに活用することが望ましい場合もある） 

（学校の場合、教育相談の際、定期的な相談の場面、保健室での相談場面、スクールソー
シャルワーカー/スクールカウンセラーとの面談時等で活用） 

 各自治体等で用いている既存ツールに、YC アセスメントツールの項目を盛り込む 

備考  YC アセスメントツールに記載の視点に関する理解が進むことで、家族の状況、ケアの内容、ケ
アに対してどう感じているか、こども自身がどのような変化を求めているか（ニーズがある

か）を確認するための情報が得られるよう設計 

ガイドブック（本誌）

YCアセスメントツール

YC気づきツール
（こども向け）

YC気づきツール
（大人向け）

こどもの状況に
早めに気づけるようにする

信頼関係の構築を目指す
（必要に応じ、支援につなげる）



第２章 各種ツールの使い方  

2.4 ヤングケアラーアセスメントツールの使い方 

 

25 

 

2.4.2 ヤングケアラーアセスメントツールの視点・項目別ガイド 

○ 「YC アセスメントツール」では以下の視点及び項目でこどもの状況を確認することを目指します。 

図表 20：YCアセスメントツールの視点 

視点 確認内容 視点ごとの留意点、確認のポイント 関連項目 
Ⅰ家族の 

状況 

 家族構成やケアが必要な家族の状
況等について確認 

 こどもは家族の状況を詳細に把握して
いない場合がある点に留意が必要。 

項目１～
3 

Ⅱこどもが

行うケア

等の状況 

 こどもが家族のケアなど、YC と考えら
れる家庭内の役割を担うかを確認 

 幼い頃からケアを行っている場合、ケア
をしている認識がない場合もある点に
留意が必要。 

項目 4～
8 

Ⅲケア等の

影響 

 ケア等を行うことの影響、ケアに対して
どう感じているか、こどもの気持ち等を
確認 

 ケアを行うことでのポジティブ影響は

あるが、大人の側からそれを口にする

と、ポジティブに捉えることを押し付け

られるかのように感じられる場合があ

るため、オープンクエッションなどで質問
するなどの配慮が必要。 

項目 9、
10 

Ⅳ支援 

ニーズ 

 こども自身がどのような変化を求めてい
るか（ニーズがあるか）を確認 

 こどもがすぐの変化を望まない場合で
あっても、項目の例示を紹介しておくこ
とで、こどもの選択肢を広げることにつ
ながる（後でこどもから相談にくる可
能性も考えられる）。 

 地域ごとに提供可能なサービスに合わ
せ適宜項目をカスタマイズすると支援
へのつなぎがスムーズになる。 

項目 11 
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図表 21：YCアセスメントツールの項目別ガイド 

項番 質問項目 解説 
I あなたの家族について 

１  あなたが一緒に住んでいる家族を教えて
ください。 

・同居する家族を確認する項目。 

・家族には内縁関係の場合も含む。 

２  お世話や気持ちを聞くなどのサポートが
必要な家族はどなたですか？ 

・お世話が必要な家族を確認する項目。 

３  お世話や気持ちを聞くなどのサポートが
必要な家族の状況を、わかる範囲で教
えてください（病気や障がいの状況、幼
いなど）。 

・お世話が必要な家族の状況について、こどもがどこまで理
解しているか、どのような認識を持っているかを確認する項
目。 

・こどもには難しく理解ができていない、親から聞かされてい
ない、こどもが話したがらない等、様々な状況が考えられ
る。 

Ⅱ 家族（病気や障がいのある家族、高齢の家族、幼いきょうだいなど）のお世話や気持ちを聞くなどのサポー 

ト、家の用事などについて 

４  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポ
ート、家の用事などとして、普段、どのよう
なことをしていますか。 

・こどもが担う家族のお世話等の具体的な内容を確認する
項目。 

・A-Jはあくまで例示であるため、一つ一つ質問して確認す
ることはせず、また、誘導的にならないよう、まずはこどもの口
から自由に話してもらうことが望ましい（この例示に含まれ
ないから YC ではないということではない）。 

・【YC気づきツール（こども向け）】で確認した内容や
【Ⅰ】で確認した家族の状況をもとに、必要に応じて、例示
を紹介しながら確認する。 

・言葉でイメージしづらい場合は、第４章「こども向けガイ
ド」に記載のお世話等の例示を見せながら確認する。 

 A 障がいや病気のある家族のお風呂やトイ
レの手伝い、お薬の管理などをしている。 

・I について、「アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家
族がいる」場合、こどもが YC のような家庭内の役割を担っ
ていなかったとしても心身の負担がかかっている可能性があ
ることに留意する。 

・I について、「対応」には機嫌が悪くならないように気を遣
う、何か起きるのではないかと緊張するなどが含まれる。こど
もがイメージを持ちづらい場合は適宜補足の説明等を加え
ることが望ましい。 

 B 障がいや病気のある家族の身の回りの
世話をしている（頼まれごとをするな
ど）。 

 C 買い物・料理・掃除・洗濯などの家事を
している。 

 D がん・難病・心の病気などの家族のお世
話をしている（話を聞く、寄り添うなどの
対応、病院への付き添いなどを含む）。 

 E （認知症や心の病気などで）目を離せ
ない家族の見守りや声かけをしている
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項番 質問項目 解説 
（心配したり、気にかけている場合を含
む）。 

 F 障がいや病気のあるきょうだいのお世話
や見守りをしている。 

 G 幼いきょうだいのお世話をしている。 

 H 日本語以外の言葉を話す家族や障が
いのある家族のために通訳（他の人と
話をするときの手伝い）をしている。 

 I アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱え
る家族に対応している。 

 J 家計を支えるために働いて、家族を金銭
的に支えている。 

 K その他 

５  学校のある日に、家族のお世話や気持
ちを聞くなどのサポート、家の用事などは
どれくらいしていますか。１日あたりのおお
よその時間を教えてください。 

・時間数の観点でこどもの負担を確認する項目。 

・時間の積み上げが難しいこどもの場合、タイムスケジュール
を一緒に作成することを検討する。 

・精神疾患の家族のお世話やサポートをする場合等におい
ては、実際にお世話やサポートをする時間以外にも常に気
にかけている等、精神的に負荷がかかっている可能性があ
ることに留意する。 

・こどもにとって時間の計算が難しい場合は、学業への影響
を確認するために以下の質問を代替とすることも考えられ
る。 

（代替質問）学校のある平日に、家族のお世話で、遅刻
や早退、欠席したことはありますか？ 

 ① （更問）休日の場合はどうですか？ ・休日に、家族のお世話等に費やす時間を確認する項目。 

 ② （更問）家族のお世話や気持ちを聞く
などのサポート、家の用事をする頻度はど
れくらいですか？（毎日、週/月に何日
程度など） 

・家族のお世話等の頻度の観点でこどもの負担を確認する
項目。 

６  家族へのお世話や気持ちを聞くなどのサ
ポートはいつからしていますか？（小学
生になるより前、小学生/中学生/高校
生の頃など） 

・家族のお世話等を担い始めた時期という観点でこどもの
負担や影響度を確認する項目。 

 ① （家族が病気や障がいを持つ場合の更
問）家族のお世話や気持ちを聞くなどの
サポートが必要な理由や家族の体調な
どについて、周りの大人から、わかりやすく
話してもらったことがありますか？ 

・お世話等をする家族が病気や障がいを持つ場合に追加
的に確認する項目。 

・こどもが状況を理解できないままケアをしていると、より一層
つらくなることが多い。自分のせいではないかと自責感を抱く
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項番 質問項目 解説 
こともあり、こどもが理解できるように年齢相応の説明が必
要である。 

 ② （家族が病気や障がいを持つ場合の更
問）お世話や気持ちを聞くなどのサポー
トが必要な理由について、お世話やサポ
ートが必要な家族と話したことはあります
か？ 

・お世話等をする家族が病気や障がいを持つ場合に、お世
話が必要な家族と、どれほどコミュニケーションができているか
を明確にする項目。 

・先行研究において、病気や障がいについて正直に話がで
きる時、病気や障がいによりよく対処できることが明らかにな
っている。©Young Carers Research Group「YC－
QST－20 に関するガイダンス」 

７  この先も今と同じように家族のお世話や
気持ちを聞くなどのサポート、家の用事な
どを続けることに不安がありますか？ 

・家族のお世話等を継続することへの不安感を確認する項
目。 

・「不安はない」という回答であっても、本心ではない可能性
があることに留意する。 

８  お手伝いが必要な家族のお世話や気持
ちを聞くなどのサポート、家の用事などに
ついて、あなたと一緒にしている家族や
親戚、頼りにできる人はいますか？ 

・孤立の程度を確認するための項目。 

・親やきょうだいと一緒に行っている場合であっても、関係性
次第では負担感が強い場合があることに留意する。 

・【YC気づきツール（こども向け）】で家族のお世話等を
行う際の協力者や精神的な支えに関する項目があるため、
既に確認済の場合は改めての確認は不要。 

Ⅲ 家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などをすることの影響 

9  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポ
ート、家の用事などをすることで感じる気
持ちや、体調面で気になることがあれば
教えてください。 

・家族のお世話等を担うことに関するこどもの気持ちや体調
面への影響を確認する項目。 

・A-H はあくまで例示であるため、一つ一つ質問して確認す
ることはせず、また、誘導的にならないよう、まずはこどもの口
から自由に話してもらうことが望ましい。 

・必要に応じて、例示を紹介しながら確認する。 

・家族のお世話等をすることでのよい面もあるが、こどもによ
っては、家族のお世話等をネガティブに捉えている場合もあ
る。そのため、よい面を例示で出すと、家族のお世話等をよ
いものだと捉えることを押し付けられたとこどもが感じ、信頼
関係が崩れるきっかけになる可能性があることに留意する。 

・【YC気づきツール（こども向け）】では「体調面等に係る
困り感」について家族のお世話等に起因するか否かに関わ
らず確認する項目を設けている。これまでに聞いた内容と合
わせ、それが、家族のお世話等に起因するか（家族のお世
話等がなくなれば解消されるのか）を確認することが望まれ
る。 

 A ストレスを感じる。 ・A-H は例示。 

 B ひとりぼっちだと感じる。 



第２章 各種ツールの使い方  

2.4 ヤングケアラーアセスメントツールの使い方 

 

29 

項番 質問項目 解説 
 C 家から逃げ出したいと思ったり、泣きたく

なるほど、こころが苦しくなることがある。 

 D 自分のことをあまり気にかけることができ
なくなる。 

 E 身体に具合が悪いところがある（身体が
痛い、頭が痛いなど）。 

 F 気分がすぐれないことが多い。 

 G 十分に睡眠をとれていない。 

 H 食欲がでない。 

 I その他 

９ ① 消えてしまいたいと思うことはありますか？ ・項目 9 で C に関連する回答があった場合に、精神的不
調の重症度を追加的に確認する項目。 

・早期に保健師やカウンセラー等の専門職につなぐなど、当
該項目に該当があった場合の対処方法を予め決めておくこ
とが望まれる。 

10  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポ
ート、家の用事などをすることであなたの
生活にどのような影響があるかを教えてく
ださい。 

・家族のお世話等を担うことでの生活面への影響を確認す
る項目。 

・A-Dはあくまで例示であるため、一つ一つ質問して確認す
ることはせず、また、誘導的にならないよう、まずはこどもの口
から自由に話してもらうことが望ましい。 

・必要に応じて、例示を紹介しながら確認する。 

・こどもにとって大切な「学び」「遊び」「ともだちづくり」などにつ
いて、実際に学校を休むことがあるかなどの事実面と主観
的な感覚をともに確認する。 

・生活への影響について、その程度を追加的に聞くことも検
討する。 

・【YC気づきツール（こども向け）】では「自分のための時
間がない、または、足りないか」について、家族のお世話等
に起因するか否かに関わらず確認する項目を設けている。
これまでに聞いた内容と合わせ、それが、家族のお世話等
に起因するか（家族のお世話等がなくなれば解消されるの
か）を確認することが望まれる。 

 A 学校を休んだり、遅刻してしまうことがあ
る。 

・A-Dは例示。 

 B 疲れて学校に行きたくない/行きたくなく
なった（学校生活に悩みや不安がでて
きた、などを含む）。 
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項番 質問項目 解説 
 C 勉強や趣味、遊びなど、自分のための時

間がない（足りない）と感じる（お世話
をし始めてから減った、を含む）。 

 D 家族で過ごす楽しい時間（家族で出か
ける、家族で話すなど）が少ないと思う
（お世話をし始めてから減った、を含
む）。 

 E その他 

Ⅳ 「こうなりたい・したい」と思うこと 

11  あなたが「こうなりたい・したい」と思うこと
を教えてください。 

・こどもの支援ニーズを確認する項目。 

・A-L はあくまで例示であるため、一つ一つ質問して確認す
ることはせず、また、誘導的にならないよう、まずはこどもの口
から自由に話してもらうことが望ましい。その後、自身が持ち
うる選択肢を知らない場合もあるため、可能な範囲で各項
目について会話などで触れることが望ましい。 

・こどもが自ら支援を求めることに抵抗がある場合も考えら
れるため、「自身に求める変化」という視点で確認する。何
らかの変化をこどもが望む場合は、その方法をこどもと一緒
に考えていくことで、こどもが必要な支援を自然と求めやすく
なるよう配慮する。 

・すべてのこどもが変化を望むわけではないため、変化を望
むことを押し付けるような聞き方にならないように留意する。
このツールは「『こどもの話を、こどもを主役として聞いてくれる
大人がいる』環境を作る」ことが目的のであるため、その場で
ニーズ出なかったとしても支援につなげることを焦らない。 

・「家族の病気や障がいが治ってほしいと思う。」など、場合
によっては対応が難しいと考えられる回答も考えられる。そ
の際は、まずは回答を受け止め、その後、回答の背景を深
掘りすることで、どのようにアプローチしていくかを検討する。
例えば、治ってほしい理由が「家族に笑顔でいてほしい」な
ど、家族のことを想ってのことであれば、「お世話が必要な家
族への上手な接し方やお世話の方法を知る」ことができれ
ば家族が笑顔でいることを増やせそうか、というアプローチが
考え得る。また、治ってほしい理由が「家族の愚痴を聞くの
がストレスだから」ということであれば、「ストレス発散（息抜
きや誰かに話を聞いてもらう等）」や「ストレス対処の方法
を学ぶ機会を持ちたい」ということがこどものニーズとして出て
くる可能性がある。今すぐ実現が可能なニーズではなかった
としても、「こうなりたい」という目標に向かって、こどもと一緒
に考えていくことが求められる。 
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項番 質問項目 解説 
 A （いまよりも）健康になりたい。 ・A-L は例示。 

・A について、項目 9 で体調面への影響を確認しているた
め、当該内容と合わせて聞くことも考えられる。 

・L について、自治体で提供しうるサービスを予め確認したう
えで確認することが望ましい。

 

 B ストレスや不安な気持ちをなくしたい
（減らしたい）。 

 C 家の事は忘れてゆっくりしたい。 

 D 自分が行っている家族のお世話や気持
ちを聞くなどのサポート、家の用事などを
減らしたい。 

 E 遊びや部活、趣味など、自分のための時
間を楽しみたい。 

 F 学校の授業や宿題、試験をがんばりたい
（がんばるための時間がほしい）。 

 G 自分の将来や夢、進路について相談し
たい。 

 H 友達、先生や周りの人に、今の気持ち
や、生活について知ってほしい。

 I 自分と同じように家族のお世話や気持ち
を聞くなどのサポート、家の用事などをし
ている仲間（人）と話したい。 

 J 家族の病気や障がいのことを知りたい。 

 K お世話や気持ちを聞くなどのサポートが
必要な家族への上手な接し方やお世話
の方法を知りたい。 

 L 自分の負担を軽くできるサービスを知りた
い。 

 M その他 
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2.4.3 ヤングケアラーアセスメントツール活用における留意点/工夫点 

○ 「YC アセスメントツール」を活用する際は以下の点にご留意ください。 

 

活用前 

➢ 「2.1各種ツール使用時に必ず守ってほしいこと」に必ず目を通したうえで使用する。 

➢ こどもとのコミュニケーションを深めていくためのツールであることを理解したうえで使用する。 

➢ プライベートな話題のため、他の人に聞かれない場所で話を聞くなど、こどもが安心して話
せる環境づくりを心掛ける。 

➢ こどもが家族のことを話すことで、家族に影響が及ぶことを恐れて素直な気持ちを話せない
可能性があるため、第４章「こども向けガイド」等も活用し、こどもが安心して話せる環境づ
くりを心掛ける。 

活用時 

➢ YC気づきツールなどで確認済の情報があれば、こどもの負荷を考え、重複して質問しない
ように留意する（重複して聞く場合は、「状況に変化がないかを確認させてほしい」などと
理由を伝える）。 

➢ 目の前に紙を出してチェックすると、こどもが不安に感じてしまう可能性があるため、こどもと
一緒に取り組む、もしくは会話の中で聞くことが望ましい（質問で聞いた際に的確に返って
こない可能性もあるので、会話の中で出てくるものも拾い上げて、少しずつ情報を収集して
いく）。 

➢ こどもの年齢や状況や場面に合わせて、こどもが理解しやすい表現になるよう工夫する。そ
の際、言い換えの程度によっては質問項目の意図や回答に対する解釈の幅が出てくる場
合があることに留意する。 

➢ 一度ですべての項目を聞こうとして、こどもに過度な負担をかけない（関係性を築いていく
中で、結果的に YC アセスメントツールの項目が確認できるイメージ）。 

➢ （精神的疾患のある親の話を聞くなど）家族のケア等を幼い頃から行っている場合は、ケ
アの認識を持ちづらい可能性があるため、ケアの内容を聞く際は例を示すなどの工夫をす
る。 

➢ 発達段階に応じたサポートを行う（YC アセスメントツールの項目をわかりやすく言い換える
など）。 

➢ こどもへのアプローチが不安な場合などは、スクールソーシャルワーカー、医療ソーシャルワー
カーなどの専門職に相談が可能であれば、相談をしながら対応する。 
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➢ 信頼関係が構築できていないなどの理由からこどもの反発があった際は使用を控え、まず
は信頼関係の構築に努める。  

活用後 

➢ YC だとこどもが自覚した後のフォローを意識する（「YC」という言葉がつくことで、本人が不
安な気持ちや悲しい気持ちを抱いたり、または親子間の対立が生じないよう留意する）。 

➢ 十分な信頼関係がない状況でこどもに聞くと、回答が本心ではない可能性がある点に留
意する。 

➢ 現時点で支援ニーズが確認できなくとも、こどもの成長、家族の状況の変化等で支援ニー
ズが生じる場合もある。そのため、日頃からの見守りや声掛けなどによって、何かあればいつ
でも相談してほしい、というメッセージを伝え続けることが求められる。 

 

2.4.4 ヤングケアラーアセスメントツール活用後の流れ 

○ 【Ⅳ「こうなりたい・したい」と思うこと】で何らかのニーズが確認された場合、こどものニーズを満たせ
るよう、公的サービスの利用も含め検討する必要があります。他機関との連携については第３章
もご参照ください。 

○ こどもが支援を望んだとしても、家族の反対で公的サービスを受けられない場合もあります。その
場合もこどもに寄り添う姿勢を保つことが必要です。 
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第３章 支援へのつなぎ方 

3.1 他機関との連携が必要となる場合 

○ 必ずしもすべてのケースにおいて他機関と連携して支援を行う必要はありませんが、YC のおかれ
ている状況が、経済的困窮や要介護（介護が必要な状態）、精神疾患など、様々な課題が
複合的に絡みあっている場合には、関係各所が連携して、組織横断的に取り組むことが求めら
れます。 

○ なお、公的サービスの利用のみならず、学校であれば、宿題の提出時期を調整する、授業の中
で YC について触れ、クラスの YC に対する理解を深める、など自機関でどのようなことができるの
かを考えていくことも必要となります。 

 

3.2 他機関との連携 
 

○ 「1.2」で示した通り、本事業で作成した各種ツールは「家族のお世話等に関するこどもの気持
ち」、「YC であるこどもが担う家庭内の役割」に焦点を当てたものです。 

○ 実際の支援につなげる際は、上記の他、公的サービスの利用状況等を含む「家族の状況・こど
もがケア等を担うことに対する家族の気持ち」を確認することが必要な場合があります。そのため、
自治体の関係部門等と連携の上、支援を検討することが求められます。 

○ 以下に他機関への連携時の留意点を示します。より詳細な情報を知りたい場合は、「多機関・
多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル4」もご参照ください。 

図表 22：他機関への連携時の留意点 

➢ 本事業における各種ツールを活用して得られた情報をもとに、自治体の相談窓口に相
談した際、児童虐待の通告として判断される場合も考えられます。 

➢ こうした場合、自機関として心配していることや配慮してほしいこと、今後も自機関で継
続して取り組める対応や支援を含めて伝えるようにすることが必要です。 

➢ 意図せずに児童虐待の対応や介入になってしまうことを避けるために、日頃から多機関
で相談しやすい関係を作ったり、丁寧に情報共有することが求められます（同じ言葉で
あっても捉え方が異なる場合もあります）。 

➢ お互いに緊急性が高いと判断した場合には、特に協力して取り組むことが必要です。 

 

 
4 有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で
支えるために～」（令和４年３月） 
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3.3 情報共有における留意点 
 

○ YC への支援を検討するにあたり、個人情報を関係機関と共有する際の前提として、YC本人
やその家族から同意を得ることが必要となります。 

○ 本人やその家族から同意を得る際には、例えば、「同じことを何度も話すのは大変だと思うので、
私からお伝えしてもよろしいですか。」と情報を共有することのメリットを伝えたり、情報共有先でも
個人情報は守られることを伝えたりすることで安心してもらう、といった工夫が考えられます。 

本人や家族の同意が得られる場合には、事前に、多機関連携を視野に入れた包括的な同意
を取っておき、この先、相談支援のために関わる機関において情報を共有することになることを説
明するのが良いでしょう。 

○ 家族の同意が得られないケースに対応する際の工夫などを知りたい場合、「多機関・多職種連
携によるヤングケアラー支援マニュアル 4」もご参照ください。 

3.4 ケース別のサービス提供例 
 

○ YC アセスメントツールを活用してこどもの支援ニーズを確認した際は適宜支援につなげることにな
ります。そのため、YC であるこどもやその家族が居住する地域では、どのような支援を提供しうる
のかをある程度把握しておくとよいでしょう。 

○ 先行研究で示されている、YC の負担軽減につながるサービス、ケース別のサービス提供例を参
考までにご紹介します。 

図表 23：ケース別のサービス提供例 
通番 ケース例 提供サービス・措置等の例 

1 
YC本人の息抜きが必要な 
場合 

 居場所の提供 
（こども食堂、民間の子育て支援拠点、若者交流拠点等） 

 ケア対象者のレスパイト入院 
 こどものレスパイトを目的とした一時的な保護対応 
 子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 
（本人利用等） 

2 
YC本人や家族が 
経験を共感できる相手を 
求めている場合 

 YC同士のピア・サポート 
 家族会（障がい等により様々に存在） 
 オンラインサロン 

3 
YC本人への心身のケアが 
必要な場合 

 カウンセリング 
 養護教諭、学校医による相談対応 
 医療サービス 
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通番 ケース例 提供サービス・措置等の例 

4 
多子世帯で YC が 
幼いきょうだいの世話をしている
場合 

 養育支援訪問サービス5 
（未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導等） 

 ファミリー・サポート・センターの利用 
（発達障害のあるきょうだいの登校支援等） 

 保育所の利用調整 
 放課後児童クラブ・児童館の利用調整 
 乳児の一時預かり<保育所等> 
 子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ） 
（幼いきょうだいの利用等） 

5 日常生活の支援をする場合 

 家事支援（ファミリー・サポート・センター等） 
 子育て世帯訪問支援臨時特例事業 
 食事の提供 
（フードバンクの利用、こども食堂、NPO法人からの提供、民生
委員・児童委員、自治体、病院等が連携しての提供等） 

 日用品の提供（経済的困窮のため）
 自宅の清掃（関係機関と連携してのごみ屋敷の解消等） 
 制服やカバンの支給 
 金銭管理支援 
 行政手続きの支援（自立支援関係手続等） 

6 学習支援が必要な場合 

 学校（学校と地域が連携して行う活動を含む）、社会福祉協
議会、家庭児童相談室による支援 

 教育支援センターやフリースクールの利用 
 生活困窮世帯のこどもの学習支援 
 進路相談 

7 
人生設計を一緒に考える大人
が必要な場合 

 キャリアカウンセリング 
 児童家庭支援センターへの相談 
 YC同士のピア・サポート（年上の世代との交流） 
 学校の担任への相談 

8 
YC がケアをする対象が高齢者
の場合 

 介護保険サービス
(在宅サービス(ヘルパー、ショートステイ利用等) 、施設入所等) 

9 
YC がケアをする 
対象者又は本人に障がい等が
ある場合 

 障害福祉サービス等 
（居宅介護（家事援助を含む）の利用、通所事業所、施設
入所等） 

 訪問看護（精神障害等で医療的支援を必要とする場合） 
 自立支援医療 

10 
YC がケアをする 
対象者又は本人に医療的ケア
が必要な場合 

 訪問看護を含む医療サービス 
 通院サポート 
 レスパイトケアを目的としたショートステイ 

 
5 養育支援訪問サービスとは養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・助産師・保育士等がその
居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とし
て行う事業におけるサービスをいう。事業の詳細は「養育支援訪問事業ガイドライン」を参照
（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/kosodate08/03.html）。 
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通番 ケース例 提供サービス・措置等の例 

11 
経済的支援（経済的自立）
が必要な場合 

 生活保護受給 
 生活困窮者自立相談支援機関の支援制度（居住確保等）
の活用 

 自治体の補助金の活用 
 社会福祉協議会の総合支援資金の受給 
 教育委員会の就学援助制度の活用 
 奨学金の活用 
 就労支援（家族からのこどもの自立、親の就労支援等） 
 障害年金受給 
 傷病手当金受給 

12 
YC がケアする 
対象者に日本語通訳が 
必要な場合 

 行政等の通訳サービス 
 外国語による情報発信 
 翻訳ツールの提供 

13 
YC がケアする対象者に手話
通訳が必要な場合 

 行政等の手話通訳派遣サービス 
 聴覚障害者向けのコミュニケーションツールの提供 

14 
生活環境を一新する必要が 
ある場合 

 母子生活支援施設への入所 
 里親委託 
 成年後見人手続きの実施 

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で
支えるために～」（令和４年３月）をもとに作成。 

 

  

 
6 平成３０年度障害者総合福祉推進事業ピアサポートを担う人材の活用を推進するための調査研究及びガイドラ
イン作成のための研究「ピアサポートの活用を促進するための事業者向けガイドライン」（社会福祉法人豊芯会,2018
年） 

（参考）ピア・サポートって何ですか？ 

【ピア・サポートとは？】 

 ピア（peer）とは、同じような立場や境遇、経験等をともにする人たちを表す言葉です。また、ピアサ
ポート（peer support）とは、こうした同じような共通項と対等性をもつ人同士（ピア）の支え合
いを表す言葉です6。 

 YC・若者ケアラーのピアサポートグループも複数存在しており、オンラインなどで、場所を選ばずに参加
できる団体もあります。 
一般社団法人日本ケアラー連盟の HP で YC・若者ケアラーの当事者グループが紹介されています
ので、適宜ご参照ください。 
（https://youngcarerpj.jimdofree.com/ピアサポートグループ/） 
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第４章 こども向けガイド  
 
○ YC気づきツール（こども向け）及び YC アセスメントツールを活用し、こどもから話を聞く際は、
こどもが話しやすい環境を作ることが重要です。環境づくりの際に活用できるツールとして、以下の
こども向けガイドも適宜活用ください。 

図表 24：こども向けガイド 

 © 2023. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

家族のお世話や家の用事などを
しているあなたへ

あなたのことを教えてくれませんか

◼ あなたが困っていることや悩んでいることがあれば、教えてください。
◼ おうちの中での役割や、やりたいと思っていることなどを聞かせてもらい、私たちにお手伝い
できることがないか、一緒に考えたいと思っています。

似た経験をした先輩の声

お約束

家族のことを話す事で、大ごとになったり、
家族の具合が悪化したらどうしよう

家族は自分が生きている場所であり大切な存在

母親を助けたくてやっているだけなのに、質問をされる
と自分がやっていることを否定されているように感じる

◼ あなたから教えてもらったことを誰かに勝手に話すことはありません※
（答えたくないことは答えなくても大丈夫です）。

◼ あなたのことも、あなたの家族のことも大事な存在だと考えています。皆がともに笑顔で
いられるように私たちも頑張ります。

安心して話せるように次のことを約束します

※命の危険があると考えられる等、緊急の場合は除く

あなたの想いを
応援したいもっと友達と遊びたい

勉強を頑張る時間がほしい

高校や大学に通いたい

同じような経験をしている人と話したい家族の人にもっと笑顔でいてほしい

ゆっくり休む時間がほしい

令和４年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤングケアラーの支援に係るアセスメントシートの在り方に関する調査研究」
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家族のお世話や家の用事って？

子どもの権利って？

あなたの悩みを聞いてくれる相談先はたくさんあります。連絡を待っています。

（自治体の相談窓口記入欄）

家族のお世話や家の用事などで困っていませんか？
あなたの力になりたいです。

◼ 子どもは、おとなと同じように、ひとりの人間として様々な権利があります。

第12条 意見を表す権利 第28条 教育を受ける権利 第31条 休み、遊ぶ権利
子どもは、自分
に関係のあるこ
とについて自由
に自分の意見を
表す権利があり
ます。

子どもは教育を
受ける権利があ
ります。

子どもは、休ん
だり、遊んだり、
文化芸術活動
に参加する権
利があります。

例えばこんな
権利！

(詳細はこちら
(日本ユニセフ
協会HP))

例えばこんな
こと！

(詳細はこちら
(厚生労働省HP))

障がいや病気のある家族
のお風呂やトイレの手伝
い、お薬の管理などをして
いる。

障がいや病気のある家族
の身の回りの世話をして
いる(頼まれごとをするな
ど)。

買い物・料理・掃除・洗
濯などの家事をしている。

がん・難病・心の病気な
どの家族のお世話をして
いる(話を聞く、寄り添う
などの対応、病院への付
き添いなどを含む)。

(認知症や心の病気など
で)目を離せない家族の
見守りや声かけをしてい
る(心配したり、気にかけ
ている場合を含む)。

幼いきょうだいのお世話を
している。

障がいや病気のあるきょう
だいのお世話や見守りを
している。

日本語以外の言葉をは
なす家族や障がいのある
家族のために通訳(他の
人と話をするときの手伝
い)をしている。

アルコール・薬物・ギャンブ
ル問題を抱える家族に対
応している。

家計を支えるために働い
て、家族を金銭的に支え
ている。

(出所：公益財団法人日本ユニセフ協会HP)

(イラストの出所：厚生労働省HP)
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QA 
 
 

Q1. 各種ツールは誰が使うものでしょうか。 

 YC気づきツール（こども向け）と YC アセスメントツールは、こどもと接点のある大人が、こど
もと一緒に活用することを想定したものです。また、YC気づきツール（大人向け）は家族
(ケアの受け手)への支援の中で、こどもの様子を確認しうる大人がこどもの様子を確認する
際に活用することを想定したものです。 

 「2.2.1」、「2.3.1」、「2.4.1」の各種ツールの目的や使用場面例をご参照いただきなが
ら、こどもとの関係性、活用場面に合わせて適するツールの使用をご検討ください。 

 

Q2. 使うタイミング、対象が分かりません。 

 YC気づきツール（こども向け）と YC気づきツール（大人向け）はこどもに気になる様子
があった際に、こどもの様子に早めに気づけるようにするためのツールです。こどもの様子に変
わったところがないか等、普段から「YC（がいる）かもしれない」という意識を持つ必要があり
ます。 

 YC気づきツール（こども向け）については、学校における、「遅刻/早退/欠席数の増加」
「提出物の提出忘れの増加」「成績不振」等などの状況がみられるこどもを対象として活用
することも考えられます。 

 「1.5」の各種ツール利用の流れ（活用例）、「2.2.1」、「2.3.1」、「2.4.1」の各種ツール
の目的や使用場面例もご参照ください。 

 

Q3.YC気づきツール（こども向け）を学校のクラス全員に配布してもよいですか。 

 学校のクラス全員に配布しても問題ありませんが、間違い探しや悪いところ探しのような状
況に陥らないよう、プライバシーへの配慮も含め十分留意してください。 

 YC気づきツール（こども向け）を配布して終わりではなく、こどもが困ったときに頼れる相談
窓口等を紹介しておくことも重要です。「第 4章こども向けガイド」等の活用もご検討くださ
い。 

 

Q4. 小学生などの低年齢のこどもに対しては難しい内容も含まれているように思いますが対象年齢はありますか。  

 対象年齢はありませんので、すべてのお子さんに対して使うことが可能です。ただし、こどもの
年齢に合わせて質問を分かりやすい表現に言い換えたり、一つ一つの質問に時間をかけた
り、一度に話を聞く時間を短くして聞く回数を増やすなど、こどもの状況やペースに合わせて
活用ください。 
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 なお、必ずしもすべての項目を聞く必要はないので、こどもの負担にならないよう留意してくだ
さい。 

 

Q5. 内容がプライベートなことにまで触れられていて、使うイメージが持てません。 

 一度にすべての内容を聞く必要はありません。こどものことを心配している、あなたのことを教
えてほしい、というメッセージを伝えながら、こどもとの関係性を深めていく中で状況を聞くよう
にしてください。 

 

Q6. こどもに話を聞く際に、注意した方がよいことはありますか。 

 こどもに話を聞く際に、「話を聞く目的」、「話をするとこの先どうなるのか」、「こどもから聞いた
話を、こどもの同意なく第三者に話さないこと」を伝える必要があるなど、各種ツール使用時
に必ず守ってほしいことを「2.1」にまとめていますので、各種ツール使用前には必ず目を通す
ようにしてください。 

 また、ツールごとの留意点も「2.2.3」「2.3.3」「2.4.3」に記載がありますので、適宜ご確認
ください。 

 

Q7. こどもに質問をしたところ、困っていることはない、という返事しか返ってきませんがどうしたらよいでしょうか。 

 本当に困っていない場合、困っているけれど素直に話せない場合、困っていることに気づけて
いない場合など様々な状況が考えられます。 

 家族を支えることを生きがいとしているこどもがいるなど、YC だからといって、すべてのこどもが
周囲の手助けを求めているとは限りません。ただし、今困っていない場合であっても、こどもの
成長や家族の状況の変化によって、いつこどもがつらい状況におかれるかはわかりません。 

 また、第三者に家族のことを話すことで、家族に影響があるかもしれないと考え、素直に話せ
ないこどももいます。 

 そのため、困っていないという返事であればそれをまずは受け止め、その後、見守りや声掛け
を通して、いつでも気にかけている、何かあれば相談してほしい、というメッセージを伝え続ける
とともに、こどもが相談しやすいような関係性を日頃から構築しておくことが求められます。 

 

Q8. 使った後はどうすればよいでしょうか。 

 「YC気づきツール（大人向け）」を活用した結果、YCの可能性があると考えられる場合
は、支援ニーズの確認等のために、「YC気づきツール（こども向け）」などを用いてこどもの
気持ちを確認し、必要に応じて支援につなげることが求められます。 
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 「YC気づきツール（こども向け）」を活用した結果、より詳細な状況を聞かせてもらうことの
同意が得られた場合は、「YC アセスメントツール」の活用に進んでください。 

 「YC アセスメントツール」を活用した結果、何らかのニーズが確認された場合、こどものニーズ
を満たせるよう、公的サービスの利用も含め検討する必要があります。 

 各種ツール活用後の流れはそれぞれ「2.2.4」「2.3.4」「2.4.4」に記載があります。また、
他機関との連携については第３章もご参照ください。 

 

Q9. 他機関に相談したいのですが、こどもの同意が得られません。 

 緊急の場合や要保護児童対策地域協議会への登録ケース等の場合を除き、こどもの同
意が得られるまでは、個人情報を他機関に共有することはできません。 

 その場合、個人情報を伏せたうえで、専門機関に対応方法を相談することが考えられま
す。 

 「図表８：元 YCの声」に以下の記載があります。支援につなげることを焦らず、こどもの気
持ちに寄り添うことが重要です。また、虐待ケースで同意が不要な場合であったとしても、こど
もの気持ちに配慮することが求められます。 

➢ 母が発病した時、異変に気付いて声をかけてくれた先生がいた。だが、その先生に話
したことがすべて児童相談所に伝わっていて、親が児童相談所から呼ばれた事があ
った。信頼していた先生に裏切られたと感じ、大人への不信感を持った。 

 
 

Q10. YC のこどもに対する支援はどのようなものがあるのでしょうか。 

 「3.4」にケース別のサービス提供例をまとめています。ただし、自治体によってはサービスの用
意がない場合があり、また、地域資源にもばらつきがあります。 

 こどもが住む自治体においてどのようなサービスを提供しうるのかを把握しておくことも重要で
す。 

 また、公的サービスにつなげることを考えるのみならず、学校であれば、宿題の提出時期を調
整する、授業の中で YC について触れ、クラスの YC に対する理解を深める、など自機関で
どのようなことができるのかを考えていくことも必要です。 

 
 

Q11. この事業における成果物はどのように作られたものですか。 

 諸外国の先行研究等で用いられている項目などをもとに、YC経験者、支援者や有識者と
一緒に議論をしながら各種ツールを作成しました。 

 詳細は別添の事業報告書をご覧ください。 
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付録  

付録1. 各種ツール 

付録1.1 ：ヤングケアラー気づきツール（こども向け） 

 ヤングケアラー気づきツール（こども向け）質問項目 
１  あなたは、（大人の代わりに、）家族（病気や障がいのある家族、高齢の家族、幼いきょうだいなど）

のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などを日常的にしていますか？ 

 ① （更問）家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事のために、自分のこと（遊びや勉
強、部活など）が後回しになることがありますか？ 

２  なにか困っていること、心配や不安になったりすることはありますか？（家族のこと、友達関係のこと、勉
強のこと、学校のこと（遅刻、早退、欠席など）、将来のこと、生活のこと（食事や睡眠）、お金のこ
と、何でも） 

３  自分のための時間（遊ぶ、勉強する、部活動に参加するなど）がない、または、少ないと感じたりする
ことはありますか？ 

４  体調が悪くなったり、疲れてしまったり、こころが苦しくなることはありますか？ 

 ① （更問）食べられなくなったり、眠れないことはありますか？ 

 ② （更問）逃げ出したい、消えてしまいたいと思うことはありますか？ 

５  あなたの周りに、あなたの気持ちを理解してくれる人や相談できる人はいますか？ 

 ① （更問）その人に相談したことはありますか？ 

６  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などを一緒にやったり、手伝ってくれる人は周り
にいますか？ 

 ① （更問）（もし、代わりにやってくれる人がいるのであれば）家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポー
ト、家の用事などを誰かに手伝ってもらいたいですか？ 

７  （また別の機会に、）あなたのことや家族のこと、家族のお世話などをしてどのように感じているかなどに
ついて、もう少しお話をきかせてもらえませんか？何か私たちにできることはないか、一緒に考える時間を
もらいたいと思っています。 
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付録1.2 ：ヤングケアラー気づきツール（大人向け） 

項番 ヤングケアラー気づきツール（大人向け）確認項目 
１  （18歳未満のこどもや若者が、）以下のような、本来大人が担うと想定されている（通常のお手伝い

の範囲を超える）ような家族へのケアや家事を日常的に行っている様子がありますか？ 

 A 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている（服薬管理やその他の身体介護も含む）。 

 B 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている（日常的な要望への対応など）。 

 C 買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。 

 D がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の世話をしている（話を聞く、寄り添うなどの対応、病
院への付き添いなどを含む）。 

 E （認知症や精神疾患などで）目を離せない家族の見守りや声かけなどの気遣いをしている。 

 F 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。 

 G 幼いきょうだいの世話をしている。 

 H 日本語以外の言葉を話す家族や障がいのある家族のために通訳（第三者との会話のサポートなど）を
している。 

 I アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。 

 J 家計を支えるために働いて、家族を助けている。 

 K その他、こどもの負担を考えたときに気になる様子がある。 

2  そのこどもが行う上記のような家族へのケアや家事を一緒にしている人や、頼りにできる人がいるように見
受けられますか？ 

3  そのこどもは、家族へのケアや家事によって学校（部活含む）に通えていない、または遅刻や早退が多い
ように見受けられますか（こどもが保育所、認定こども園、幼稚園に所属する場合も含む）？ 

4  家族へのケアや家事が理由で、そのこどもの心身の状況に、心配な点が見受けられますか（元気がな
い、顔色が悪い、進学を諦めるなどの意欲の低下、外見で気になることがある等）？

5  そのこどもが家族に必要以上に気を遣っているように見受けられますか？ 

6  （１~５の状況を踏まえ）ヤングケアラーの可能性があると考えられる場合は、支援ニーズの確認等の
ために、こどもの気持ちを確認し、必要に応じて支援につなげることが求められます。その際に他機関の手
助けが必要ですか？（こどもの気持ちを確認する際はヤングケアラー気づきツール（こども向け）やヤン
グケアラーアセスメントツールの活用をご検討ください） 
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付録1.3 ：ヤングケアラーアセスメントツール 

項番 ヤングケアラーアセスメントツール質問項目 
I あなたの家族について 

１  あなたが一緒に住んでいる家族を教えてください。 

２  お世話や気持ちを聞くなどのサポートが必要な家族はどなたですか？ 

３  お世話や気持ちを聞くなどのサポートが必要な家族の状況を、わかる範囲で教えてください（病気や障
がいの状況、幼いなど）。 

Ⅱ 家族（病気や障がいのある家族、高齢の家族、幼いきょうだいなど）のお世話や気持ちを聞くなどのサポー 

ト、家の用事などについて 

４  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などとして、普段、どのようなことをしていますか。 

 A 障がいや病気のある家族のお風呂やトイレの手伝い、お薬の管理などをしている。 

 B 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている（頼まれごとをするなど）。 

 C 買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。 

 D がん・難病・心の病気などの家族のお世話をしている（話を聞く、寄り添うなどの対応、病院への付き添
いなどを含む）。 

 E （認知症や心の病気などで）目を離せない家族の見守りや声かけをしている（心配したり、気にかけて
いる場合を含む）。 

 F 障がいや病気のあるきょうだいのお世話や見守りをしている。 

 G 幼いきょうだいのお世話をしている。 

 H 日本語以外の言葉を話す家族や障がいのある家族のために通訳（他の人と話をするときの手伝い）
をしている。 

 I アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。 

 J 家計を支えるために働いて、家族を金銭的に支えている。 

 K その他 

５  学校のある日に、家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などはどれくらいしていますか。
１日あたりのおおよその時間を教えてください。 

 ① （更問）休日の場合はどうですか？ 

② （更問）家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事をする頻度はどれくらいですか？（毎
日、週/月に何日程度など） 

６  家族へのお世話や気持ちを聞くなどのサポートはいつからしていますか？（小学生になるより前、小学生
/中学生/高校生の頃など） 

 ① （家族が病気や障がいを持つ場合の更問）家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポートが必要な理
由や家族の体調などについて、周りの大人から、わかりやすく話してもらったことがありますか？ 

 ② （家族が病気や障がいを持つ場合の更問）お世話や気持ちを聞くなどのサポートが必要な理由につい
て、お世話やサポートが必要な家族と話したことはありますか？ 

７  この先も今と同じように家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などを続けることに不安が
ありますか？ 
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項番 ヤングケアラーアセスメントツール質問項目 
８  お手伝いが必要な家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などについて、あなたと一緒に

している家族や親戚、頼りにできる人はいますか？ 

Ⅲ 家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などをすることの影響 

9  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などをすることで感じる気持ちや、体調面で気に
なることがあれば教えてください。 

 A ストレスを感じる。 

 B ひとりぼっちだと感じる。 

 C 家から逃げ出したいと思ったり、泣きたくなるほど、こころが苦しくなることがある。 

 D 自分のことをあまり気にかけることができなくなる。 

 E 身体に具合が悪いところがある（身体が痛い、頭が痛いなど）。 

 F 気分がすぐれないことが多い。 

 G 十分に睡眠をとれていない。 

 H 食欲がでない。 

 I その他 

９ ① 消えてしまいたいと思うことはありますか？ 

10  家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などをすることであなたの生活にどのような影響が
あるかを教えてください。 

 A 学校を休んだり、遅刻してしまうことがある。 

 B 疲れて学校に行きたくない/行きたくなくなった（学校生活に悩みや不安がでてきた、などを含む）。 

 C 勉強や趣味、遊びなど、自分のための時間がない（足りない）と感じる（お世話をし始めてから減っ
た、を含む）。 

 D 家族で過ごす楽しい時間（家族で出かける、家族で話すなど）が少ないと思う（お世話をし始めてか
ら減った、を含む）。 

 E その他 

Ⅳ 「こうなりたい・したい」と思うこと 

11  あなたが「こうなりたい・したい」と思うことを教えてください。 

 A （いまよりも）健康になりたい。 

 B ストレスや不安な気持ちをなくしたい（減らしたい）。 

 C 家の事は忘れてゆっくりしたい。 

 D 自分が行っている家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などを減らしたい。 

 E 遊びや部活、趣味など、自分のための時間を楽しみたい。 

 F 学校の授業や宿題、試験をがんばりたい（がんばるための時間がほしい）。 

 G 自分の将来や夢、進路について相談したい。 

 H 友達、先生や周りの人に、今の気持ちや、生活について知ってほしい。 

 I 自分と同じように家族のお世話や気持ちを聞くなどのサポート、家の用事などをしている仲間（人）と話
したい。 
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項番 ヤングケアラーアセスメントツール質問項目 
 J 家族の病気や障がいのことを知りたい。 

 K お世話や気持ちを聞くなどのサポートが必要な家族への上手な接し方やお世話の方法を知りたい。 

 L 自分の負担を軽くできるサービスを知りたい。 

 M その他 
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付録2. ヤングケアラーに関する基本事項 

付録2.1 ：ヤングケアラーと関係の深い子どもの権利 

○ YC と思われるこどもの状況を理解する際、子どもの権利条約に定められた権利が守られてい
るかといった視点も重要です。 

○ 子どもの権利条約では様々な子どもの権利が定められており、その中でも YC と関係が深いも
のを下図でご紹介します。 

○ 必ずしもすべてのこどもが支援を求めるわけではないため、子どもの権利が守られていないので
はないかと感じたとしても支援につなげることを急ぐのではなく、「YC気づきツール（こども向

け）」、「YCアセスメントツール」なども用いて、こどもの気持ちを確認するようにしましょう
（虐待等の緊急対応が必要な場合を除く）。 

図表 25：子どもの権利条約のうち、YC と関係の深い子どもの権利 
第 28条 教育を受ける権利 

子どもは教育を受ける権利をもっています。国は、す
べての子どもが小学校に行けるようにしなければなり
ません。さらに上の学校に進みたいときには、みんな

にそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは、子ども
の尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。

第 31条 休み、遊ぶ権利 

子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動
に参加する権利をもっています。 

第３条 子どもにもっともよいことを 

子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっ
ともよいことは何かを第一に考えなければなりませ
ん。 

第６条 生きる権利・育つ権利 

すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもってい
ます。 

第 12条 意見を表す権利 

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自
分の意見を表す権利を持っています。その意見は、
子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければ
なりません。 

第 13条 表現の自由 

子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝
える権利、知る権利をもっています。 

第 16条 プライバシー・名誉の保護 

子どもは、自分や家族、住んでいるところ、電話やメール
などのプライバシーが守られます。また、他人から誇りを傷
つけられない権利をもっています。 

第 24条 健康・医療への権利 

子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サ
ービスを受ける権利をもっています。 

第 26条 社会保障を受ける権利 

子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないとき
には、国からお金の支給などを受ける権利をもってい
ます。 

第 27条 生活水準の確保 

子どもは、心やからだのすこやかな成長に必要な
生活を送る権利をもっています。親（保護者）
はそのための第一の責任者ですが、親の力だけで
子どものくらしが守れないときは、国も協力します。 

第 32条 経済的搾取・有害な労働からの保護 

子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を
受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさ
せられたりしないように守られる権利を持っていま
す。 

第 36条 あらゆる搾取からの保護 

国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利
益を得るようなことから子どもを守らなければなりま
せん。 

出所：公益財団法人日本ユニセフ協会ホームページ 
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付録2.2 ：ヤングケアラーがおかれている多様な状況 

○ 家族の在り方が多様化する昨今において、YC であるこどもがおかれている状況も実に多様で
す。その状況を理解することは、YC であるこどもへの理解にもつながります。ここでは、先行研
究の結果の一部を下図でご紹介します。 

図表 26：YCがおかれている状況 

通番 調査内容 主な調査結果 
1 ケアを必要として 

いる人の状況 
 「幼い」が最も多く、次いで「精神疾患（疑い含む）」、「知的障がい」、
「高齢（65歳以上）」、「身体障がい」、「要介護（介護が必要な状
態）」、「その他」、「依存症（疑い含む）」、「精神疾患、依存症以外の
病気」、「認知症」と続く7。 

 「その他」の中には、「外国籍で日本語が不自由」、「養育能力が低い（発
達障害、知的障害等を含む）」、「育児放棄、ネグレクト」、「多忙」、「病
気の後遺症」、「経済困窮」が挙げられる 7。 

2 ケア対象者への 
ケア内容 

 「きょうだいのケア」が最も多く、次いで「食事の世話」、「食事以外の家の中
の家事」、「見守り」、「感情面のケア」、「家族の身体介護」、「通院の付き
添い」、「家族の身体介護のうち、トイレや入浴の介助」、「通訳」、「金銭
管理」、「その他」と続く 7。 

 「その他」の中には、「学校や保育所等への送迎」、「甥、姪等のケア」、「医
療ケア」、「事故の予防」、「家計支援」、「手続き関係」が挙げられる 7。 

3 ケア時間 
(平日１日あたり) 

 中学２年生は平均 4.0時間、全日制高校２年生は平均 3.8時間8。 

4 ケアのきつさ  中学２年生、全日制高校２年生ではともに「特にきつさは感じていない」が
最も多いが、次点として、中学２年生は「時間的余裕がない」が多く、全日
制高校２年生は「精神的にきつい」が多い 8。 

5 YC としての自覚  家族の世話をしていると回答した中学２年生、全日制高校２年生のう
ち、約 15～16%が「自分は YC にあてはまる」と回答している一方で、「あ
てはまらない」と回答しているのが約 42～47%8。 

6 学校や大人に助け
てほしいこと、必要
な支援 

 中学２年生、全日制高校２年生、定時制高校２年生相当、通信制高
校生ともに「特にない」が約４割となっているが、次いで、中学２年生、全
日制高校２年生は「学校の勉強や受験勉強など学習のサポート」、「自由
に使える時間がほしい」、「進路や就職など、将来の相談にのってほしい」、
「自分の今の状況について話を聞いてほしい」と続く。全日制高校２年生は
「家庭への経済的な支援」が他に比べてやや高い傾向にある 8。 

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域
で支えるために～」（令和４年３月）より 

 

 
7有限責任監査法人トーマツ「多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究」におけるアンケー
ト調査結果 
8三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社「ヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書」(令和３年３月) 
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付録2.3 ：ヤングケアラーのことをよりよく理解するためのヒント 

○ YC がおかれている状況が様々であるのと同じように、YCであるこどもの、ケアに関する認識や
想いは多様です。支援ありきで接するのではなく、あくまでこどもとその家族の意思を尊重
し、安心して相談してもらえる関係を築けるように寄り添い、タイミングをみて話を聞く等し

て本人を支えることが大事になります。 

○ YC のことをよりよく理解するために、ここでは有識者や支援者が YC と接する中で感じた、YC
の事をよりよく理解するためのヒントを紹介します（1.4.3 では元 YC の声もご紹介しています
ので合わせてご確認ください）。 

 
図表 27：YCのことをよりよく理解するためのヒント 

➢ YCは、成長や発達の途中でケアを担うため、年齢に合わない過度な負担をこども時代に負った場
合、その後の人生にまで影響を受けることがある。 

➢ こどもは自分の家庭しか知らずに育つことが多く、客観的な視点も持ちにくいことから、自分の担う家
庭内役割が他と異なることに気づきにくく、現在の状況が当たり前だと感じていることが少なくない。 

➢ 本人や家族に自覚がない状態では、自分からサポートを求めることも難しい。 

➢ 家庭のことを知られたくないと思っていることも多い。家族に病気や障がいを抱えた人がいることを恥
ずかしいと捉えている場合や口止めされている場合もあり、家庭のことは隠すべきものと思っていることも
ある。 

➢ 本人としてはケアをしたくないわけではなく、負担になっていても大切な家族のために自分からケアをし
たいという想いがあることも少なくない。ケアすることを否定されると自分がしてきたことを否定された
ように思ってしまうこともある。 

➢ ケアをしている状況について可愛そうと憐れまれることを嫌がる場合もある。家族をケアすることで優しく
なる、責任感が芽生える等の良い側面もあり、単純に悪いことだと思われたくない。 

➢ ケアを受けている家族を悪く言われたくないと感じている場合も多く、YC の役割をこどもに担わせている
という理由で家族が責められることで本人も傷つく可能性がある。 

➢ 信頼できる大人はいないと思っていることもある。大人に助けられた経験が少なく、人に頼ろう、相談し
ようという発想がない場合もある。 

➢ 家族が時間的、精神的に余裕がないことも多く、本人は話を聞いてもらう機会が少ない場合もある。  

➢ 大人の役割を担うことで他のこどもと話が合わないことや大人びていることがあり、また、現実的に遊ぶ
時間がないこともあって、孤独を感じやすい。 

➢ 助けてほしい気持ちと、放っておいてほしい気持ちと、正反対の感情を同時に持つ場合がある。 

➢ 精神疾患を抱える保護者にどのような症状が出るのか、そこにいる家族にどれほど壮絶な体験があるの
かというのは、支援者側が想像しにくいところである。YC の中でも特に精神疾患を抱える保護者を持
つこどもの支援は難しく、支援者側も精神疾患を理解した上で慎重に対応することが必要となるだろ
う。 

有限責任監査法人トーマツ「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域
で支えるために～」（令和４年３月）をもとに作成。 
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付録3. 本アセスメントツール類に係る研究事業について 

○ 各種ツール及びこのガイドブックは、令和４年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「ヤング
ケアラーの支援に係るアセスメントシートの在り方に関する調査研究」（以下、「当事業」とい
う。）において作成しました。当事業における有識者検討委員会においては、検討委員会にて
各種ツールの方向性などを話し合い、作業部会にてより具体的な項目内容やガイドブックなどを
話し合いました。また、当事業においては、各種ツールの項目を検討するために、YC支援に従
事する支援者や YC経験者に対してヒアリング調査やアンケート調査も実施しました。 

図表 28：検討委員会委員名簿(敬称略・五十音順) 
項目 氏名 所属等 

委員長 澁谷 智子 成蹊大学文学部現代社会学科 教授 
委員 青砥 恭 NPO法人さいたまユースサポートネット 代表  

 石山 麗子 国際医療福祉大学大学院 教授 

 小原 眞知子 
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 副会長 
日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 教授   

 蔭山 正子 大阪大学高等共創研究院 教授 
 神村 裕子 公益社団法人日本医師会 常任理事 
 北村 充 豊橋市こども若者総合相談支援センター 副センター長 
 土屋 佳子 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 課長代理（計画担当） 
 福田 晃大 尼崎市教育委員会事務局 学校教育部こども教育支援課 課長 
 松本 明子 聖路加国際病院 相談・支援センター／療養サポート室 ナースマネージャー 

 吉田 展章 
NPO法人日本相談支援専門員協会 事務局長  
NPO法人藤沢相談支援ﾈｯﾄﾜｰｸ・ふじさわ基幹相談支援ｾﾝﾀｰえぽめいく 所長 

 

図表 29：作業部会委員名簿(敬称略・五十音順) 
項目 氏名 所属等 

部会長 澁谷 智子 成蹊大学文学部現代社会学科 教授 

委員 浅田 夏見 た～んとＬＩＦＥの会 代表 

 小原 眞知子 
公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会 副会長 
日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科 教授   

 蔭山 正子 大阪大学高等共創研究院 教授 

 北村 充 豊橋市こども若者総合相談支援センター 副センター長 

 土屋 佳子 東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 課長代理（計画担当） 
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付録4. 主要参考資料 

図表 30：「ヤングケアラー」の早期発見のためのアセスメントシート9 

 
9 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社「ヤングケアラーへの早期対応に関する研究報告書」(令和２年３月) 
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図表 31：ケアの内容と量・ケアの影響を測定するアセスメント項目10 

 

 
10 イギリスのノッティンガム大学社会学＆社会政策学部が 2012年に作成したアセスメントシート「子どもと若者の
ケア活動とその影響を測るためのマニュアル（第２版）：Manual for Measures of Caring Activities and 
Outcomes for Children and Young People (2nd edition) written by Stephen Joseph, Fiona 
Becker and Saul Becker」の一部を翻訳して引用。アセスメント項目に関しては、イギリスの文化に即したものに
なっているので、必ずしも日本の状況に適するとは限らない。 
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図表 32：ヤングケアラーを見つけ、その状況を知るためのスクリーニング項目11

 

 
11 イギリスのラフバラ大学ヤングケアラー研究グループが 2013年に作成したスクリーニングシート：YC-QST-20 
(the questionnaire and screening tool for young carers written by Jo Aldridge」とその解説を翻
訳して引用。スクリーニング項目に関しては、イギリスの状況に即したものになっているが、解説では何を意図してこの
ような項目が立てられているかが詳しく説明されている。 
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